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が

明
治
五
年
(
-
八
七
二
）

曳

山

祭

の

改

革

一
月
‘
砺
波
郡
の
行
政
組
織
が
か
わ
り

こ
れ
ま
で
の
一
六
の
十
村
組
を
廃
し
て
一
ー
の
区
に
分
け

慶
応
四
年
（
一
八
六
八

）
六
月
、
今
石
動
町
奉
行
所
が
廃
止
さ
れ
、
城
端
も
砺
波

・
射
水
郡
奉
行
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
ま
た
九
月
に
は
明
治
と
改
元
さ
れ
た
。
明
治
二
年
(
-
八
六
九
）
に
は
郡
奉
行
所
も
廃
止
さ
れ
、
砺
波
郡
治
局
が
設

よ
L
や
す

置
さ
れ
た
。
ま
た
一
四
代
藩
主
前
田
慶
寧
は
版
籍
奉
還
し
て
金
沢
藩
の
知
藩
事
と
な

っ
た
か
、
領
域
の
変
更
は
な
い
の
で
‘
庶
民

に
と

っ
て
は
い
っ
こ
う
に
御
一
新
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
年
、
新
川
郡
で
は
＂
ば
ん
ど
り
騒
動
”
が
起
き
て
い
る

。

明
治
四
年
(
-
八
七
一

）
四
月
に
戸
籍
法
が
制
定
さ
れ
た
。

―
一
月
か
ら
砺
波
郡
は
婦
負
郡

・
新
川
郡
と
と
も
に
新
川
県
に
属
し
た
。

こ
れ
ま
で
加
賀
藩
へ
の
年
貢
米
は
、
山
田
川
河
畔
の
御
蔵
へ
収
め
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
‘

朱
塗
り
の
立
派
な
御
蔵
が
四
棟
一

0
戸
前
あ
っ
た
。
今
石
動
町
奉
行
所
よ
り
代
官
が
来
て
こ
れ
を
管
理
し
、
米
の
収
納
役
は
在
町

の
塩
野
田
屋
（
永
井
家
）
が
務
め
、

永
家
）
と
と
も
に
倉
盾
業
を
営
業
し
、

新
し
い
行
政
組
織

ヽ

七
月
に
は
廃
藩
置
県
か
断
行
さ
れ
て
金
沢
藩
も
金
沢
県
と
な

っ
た

現
在
の
西
新
田
神
明
社
の
付
近
に

山
田
川
か
ら
小
矢
部
川
へ
と
川
舟
で
米
を
運
搬
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
池
川
の
河
畔
に
は
紺
屋
蔵
と
称
し
て
、
士
分
の
米
を
預
か
る
倉
庵
が
あ
っ
た
。
紺
屋
は
荒
木
家
の
こ
と
で
、

川
崎
屋
（
宮

川
舟
が
今
の
丸
絹
機
業
場
の
あ
た
り
ま
で
上
っ
て
い
た
。
東
下
町
の
東
側
一
帯
の
石
垣
は
、

絹
問
屋
や
酒
造

・
倉
庵
業
を
営
ん
だ
池
田
屋
か
冬
季
の
失
業
対
策
の
た
め
に
行
っ
た
仕
事
で
あ
る
。

-129-



曳山祭の改革

お
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

の
選
挙
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
年

一
月
に
実
施
さ
れ
た
町
村
区
画
の
改
正
に

て
い
る
。

長

一
四
の
小
区
に
戸
長
、
町
村
に
副
戸
長
が
お
か
れ
、
城
端
は
小
四
区
に
属
し

―一

月
に
谷
口
豊
平
が
副
戸
長
に
任
ぜ
ら
れ

務
所
は
石
動
町
に
設
け
ら
れ
た
。

L
,
•

ざ
ん
や
く

郡
内
に
六
つ
の
区
会
所
を
設
け
た
。
城
端
は
第
一
区
に
属
し
、
区
に
は
区
長
・
副
区
長

・
租
税
調
役
・
租
税
方
書
算
役
と
五
人
の

戸
長
が
選
ば
れ
‘
城
端
か
ら
は
副
区
長
に
松
本
オ
喜
‘

二
五
大
区
、

戸
長
に
伊
藤
市
曹

・
林
庄
平
ら
か
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
六
月
に
区
画
が
改

め
ら
れ
、
新
川
県
は
一
九
大
区
、
九
五
小
区
に
分
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
九
月
に
は
七
尾
県
が
廃
さ
れ
て
射
水
郡
が
新
川
県
に
属
す

一
三
二
小
区
に
分
け
た
。
そ
の
後
、

―
二

二
小
区
に
区
画
改
正
が
あ
り
、
城
端
地
方
は
第
二
五
大
区
に
入
り
、
区
会
所
が
城
端
に
設
け
ら
れ
た
。

明
治
九
年
(
-
八
七
六
）
四
月
、
新
川
県
が
廃
止
さ
れ
石
川
県
に
併
合
さ
れ
た
。

ま
た
翌
―
二
年
（

一
八
七
九

）
四
月
、
最
初
の
県
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
た
。

明
治
七
年

(-
八
七
四
）
二
月
に
‘

そ
し
て
砺
波
全
域
は
第
五
大
区
と
な
り
‘
区

こ
の
大
区
組
織
は
、
後
の
郡
の
区
域
に
相
当
す
る
規
模
で
あ

っ
た
。
九
月
に
は
大
区
に
正
副
区

明
治

―
一
年

(
-
八
七
八

）
七
月
に
郡
区
町
村
編
成
法

・
府
県
会
規
則
が
制
定
さ
れ
‘
区
務
所
か
廃
さ
れ
て
郡
役
所
と
な

っ
た
。

よ
り
、
戸
長
役
場
の
制
度
が
で
き
て
、
砺
波
郡
に
は
六
八
の
戸
長
役
場
か
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た

―一

月
に
は
町
村
の
議
会
議
員

明
治
一
六
年

(
-
八
八
三）
‘
越
中
一
円
が
石
川
県
か
ら
分
離
し
て
、
富
山
県
が
成
立
し
た
。
ま
た
翌
l

七
年

(
-
八
八
四
）
七

月
の
町
村
区
画
の
改
正
で
、
公
選
戸
長
が
官
選
に
改
め
ら
れ
、
戸
長
の
所
管
区
域
も
変
更
さ
れ
‘
砺
波
郡
に
四
九
の
戸
長
役
場
か

る
よ
う
に
な
り

―
一
月
か
ら
は
県
下
を
二
七
大
区
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は

ふ

L
さ
＾

明

治

初

期

の

城

端

絹

は

、

通

称

を

＂

節

絹

”

と

い

い

‘

幅

は

九

寸

、

で

、

II小

川

絹

＂

と

も

よ

ん

だ

。

小

川

絹

の

名

称

は

、

藩

政

後

期

に

武

州

（

埼

玉

県

）

小

川

か

ら

そ

の

技

術

が

伝

え

ら

れ

た

か

ら

だ

と

い

う

。

機

具

は

＂

チ

ン

カ

ラ

機

”

と

よ

ば

れ

る

斜

め

立

機

具

の

手

機

で

、

生

産

工

程

は

経

糸

か

繰

返

し

・

整

経

・

放

通

し

・

巻

返

し

・

掛

抒

掛

け

・

機

掛

け

、

緯

糸

は

繰

返

し

・

管

巻

き

（

太

鼓

巻

き

に

よ

る

）

と

な

り

、

で

あ

り

、

年

間

三

二

機

以

上

の

製

織

が

可

能

で

あ

っ

た

。

当

時

城

端

の

戸

数

は

一

0
0
0軒とい
わ

れ

た

が

、

ほ

と

ん

ど

の

家

で

一

台

ま

た

は

二

、

三

台

、

多

く

て

五

台

の

機

具

を

据

え

て

家

内

生

産

し

て

い

た

。

中

に

は

近

村

の

娘

を

一

、

二

人

住

込

ま

せ

る

機

屋

も

あ

り

、

農

閑

期

に

は

出

機

も

し

た

が

、

主

に

家

族

労

慟

が

中

心

の

家

内

工

業

で

あ

っ

た

。

節

絹

は

経

糸

が

五

箇

山

産

の

単

繰

‘

緯

糸

か

福

光

産

の

玉

繭

糸

で

、

大

部

分

は

仲

人

の

手

に

よ

っ

て

織

屋

へ

運

ば

れ

、

時

に

は

五

箇

山

か

ら

直

接

購

入

す

る

こ

と

も

あ

っ

た

。

製

品

も

仲

人

に

委

託

し

て

絹

問

屋

へ

販

売

し

た

。

絹

問

屋

は

三

、

四

軒

あ

っ

て

、

布

崎

新

右

衛

門

（

布

市

屋

）

、

池

田

勘

造

（

池

田

屋

）

、

野

村

理

兵

衛

（

荒

山

屋

）

‘

岩

倉

文

右

衛

門

（

高

瀬

屋

）

な

ど

が

あ

り

、

後

笹

井

作

兵

衛

（

梨

谷

屋

）

、

石

崎

新

兵

衛

（

浜

屋

）

、

田

中

嘉

左

衛

門

（

野

尻

屋

）

な

ど

も

営

業

し

た

。

ま

た

仲

人

は

、

そ

の

I
-
0人
内

外

の

者

か

従

事

し

、

織

屋

よ

り

委

託

さ

れ

た

製

品

を

絹

問

屋

の

店

へ

持

ち

込

み

、

商

談

に

よ

っ

て

販

売

し

た

。

代

金

―

-
I
―

二

日

、

ニ

―

ー

ニ

ニ

日

、

三

0
日

と

月

三

回

に

精

算

し

て

い

た

。

問

屋

か

ら

は

毎

月

一

ー

ニ

回

、

京

都

へ

仲

使

い

す

る

駄

馬

に

よ

っ

て

搬

出

さ

れ

た

。

従

っ

て

絹

問

屋

と

生

産

者

（

織

屋

）

と

の

直

接

取

引

き

は

な

く

、

す

べ

て

専

属

の

仲

人

を

仲

立

ち

と

す

る

仕

組

み

で

あ

っ

た

。

明

治

初

期

の

絹

織

物

業

一

時

期

七

一

機

（

三

疋

）

を

一

0
日

で

織

る

の

が

普

通

一

疋

の

長

さ

は

六

丈

五

尺

、

五

0匁
前

後

の

目

方

の

製

品
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城
端
の
文
明
開
化

操
業
し

城
端
と
五
箇
山
と
の
取
引
関
係
は
、
藩
政
時
代
以
来
、
貸
方
を
通
じ
て
城
端
か
ら
米
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
物
衰
を
供
給
し
、

U
人
か
た

五
箇
山
か
ら
は
紙

・

苧
•

生
糸
な
ど
の
産
物
を
独
占
的
に
集
荷
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
‘
貸
方
は
幕
末
頃
か
ら
判
方
（
飯
方
）
と

称
さ
れ
、

五
箇
山
口
の
東
新
田
町
を
は
じ
め
全
町
で
一

0
数
軒
が
営
業
し
、
大
口
貸
付
を
す
る
御
坊
町
の
大
岡
小
兵
衛
（
大
鋸
屋
）
．

西
新
田
町
の
岡
部
長
左
衛
門
（
樋
瀬
戸
屋
）
は
”
長
者
判
方
“
と
い
わ
れ
た
。

五
箇
山
へ
の
米

・
塩
、
城
端
へ
の
生
糸

・
紙

・
苧
な
ど
の
運
搬
は
＂
ポ

ッ
カ
“
と
称
す
る
荷
担
ぎ
者
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
。
ま

こ
れ
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
数
は
、
当
時
の
人
口
の
二
割
五
分
ぐ
ら
い
も
あ

篠
末
の
開
港
以
来
、
生
糸
の
輸
出
が
盛
ん
に
な
り
‘
福
光
の
製
糸
業
の
繁
栄
に
刺
激
さ
れ
て
‘
城
端
で
も
五
箇
山
の
繭
を
原
料

と
し
て
明
治
一

0
年
(

l

八
七
七
）
頃
か
ら
製
糸
業
が
始
ま

っ
た
。
ま
ず
矢
部
甚
助
か
束
新
田
町
で
二
0
数
人
の
エ
女
を
入
れ
て

一
時
は
四
工
場
ほ
ど
も
設
立
さ
れ
た
。
帷
櫨
仕
掛
け
の
ハ
ン
ド
ル
を
廻
す
と
繰
取
り
枠
が
い

っ
せ
い
に
回
転
す
る
最
新

の
機
械
が
使
用
さ
れ
、
糸
ひ
き
唄
の
声
も
流
れ
た
。
原
料
は
五
箇
山
を
は
じ
め
岐
阜
県
な
ど
か
ら
も
移
入
し
、
生
糸
は
金
沢
の
問

屋
の
手
を
へ
て
横
浜
の
商
館
へ
引
取
ら
れ
輸
出
さ
れ
た
が
、

年
で
操
業
を
中
止
し
た
。

城
端
町
の
郵
便
取
扱
所
は
‘

年

(
-
八
七
三
）

っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
各
地
の
大
絨
生
産
に
圧
倒
さ
れ
て
経
営
難
に
お
ち
い
り
、
数

明
治
五
年

(-
八
七
二）

七
月
伊
藤
市
曹
を
初
代
と
し
て
宗
林
寺
町
に
創
設
さ
れ
た
が
、

明
治
六

／
月
束
下
町
に
移
り
、
篠
井
万
三
郎
か

二
代
目
郵
便
御
用
取
扱
役
と
な

っ
た
。
郵
便
局
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ

た
‘
梨
谷
か
ら
石
灰
の
原
石
を
運
ぶ
仕
事
が
盛
ん
で
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し
た
。

そ
の
後

翌
年

一
月
に
移
転
し
た
。

智
察
制
度
は
‘

ら
れ
た
。

署
と
改
称
さ
れ
、

設
け
た
か
、

従
来
の
最
小
年
限
三
カ
年
か
ら
尋
常
科
四
カ
年
に
義
務
教

明
治
三
年

(
-
八
七
0

)

頃
か
ら
巡
遁
か
お
か
れ
て
発
足
し
た
か
、

明
治
七
年

(
-
八
七
四
）
に
制
度
か
変
わ
り
、
県
内

―
ニ

カ
所
に
屯
所
が
お
か
れ
た
。
城
端
の
屯
所
に
は
七
名
の
巡
視

が
配
置
さ
れ
、
当
初
は
東
上
町
‘

次
い
で
西
上
町
に
屯
所
か
移

っ
た
。

一
四
年

（一

八
八

一）

東
上
町
、

明
治
四
年

(-
八
七

一）

に
遁
卒
と
改
め

明
治
―

0
年

(
-
八
七
七
）
九
月
に
石
動
許
察
署
城
端
分

明
治
五
年

(
-
八
七
二）

八
月
に
学
制
か
発
布
さ
れ
‘
城
端
で
は
明
治
六
年

(
-
八
七
三）

四
月
か
ら
善
徳
寺
内
に
小
学
校
を

明
治
七
年

(-
八
七
四
）
か
ら
は
城
国
寺
に
移
り
‘
済
美
小
学
校
と
改
称
し
た
。

明
治
七
年

(
-
八
七
四
）
野
下
町
に
小
学
校
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
各
町
内
で
は
紺
晩
石
引
き
作
業
に
出
て
奉
仕
し
た
。

古
い
曳
山
の
地
山
に
行
燈
を
立
て
、
各
町
か
木
遣
歌
を
う
た

っ
て
作
業
し
た
。

明
治

一
九
年

(-
八
八
六

）
に
小
学
校
令
か
出
さ
れ
、

育
か
延
長
さ
れ
た
の
で
、

さ
ら
に
新
校
舎
を
建
設
し
、

城
端
の
生
ん
だ
偉
大
な
学
究
家
笠
原
研
痔
は
、

も
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
‘

肺
病
を
患
い
、

た
の
は
明
治
八
年

(
-
八
七
五
）
か
ら
で
あ
る
。

明
治
八
年

(
-
八
七
五
）
末
に
校
舎
か
落
成
し
、

翌
年
四
月
に
高
等
尋
常
小
学
校
を
聞
い
た
か
、
高
等
科
は

一
年
間
で
廃
止

明
治
九
年

(-
八
七
六

）
東
本
頗
寺
法
主
現
如
の
命
に
よ
り
、
南
条
文
雄
と
と

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
ミ
ュ
ラ
ー
に
つ
い
て
梵
語
を
学
び
、
仏
典
の
研
究
に
あ
た

っ
た
が
，

明
治

一
五
年

(
-
八
八

二）

に
滞
朝
、

翌

一
六
年

(
-
八
八
三）

七
月

一
六
日
、

三
ニ
オ
で
死
去
し
た
。
大
正
一

〇

年
善
徳
寺
台
所
門
前
に
、
そ
の
顕
彰
碑
が
建
て
ら
れ
南
条
文
雄
が
碑
文
を
撰
し
て
い
る
。

一
七
年

(
-
八
八
四
）
に
東
下
町
へ
と
、
転
々
と
庁
舎
を
移
し
た
。
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衛
、
氏
子
戸
数
は
六
二
四
戸
と
な

っ
て
い
る
。

八
0

)

の
「
社
寺
明
細
帳
」
に
よ
る
と
、
神
明
社
祠
掌
は
教
導
職
試
補
の

を
出
陳
し
‘
買
上
げ
ら
れ
た
。
現
在

「花
鳥
文
料
紙
箱
」
か
東
京
国
立
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

善
徳
寺
で
は
、

道
が
就
任
し
て
い
る
。
善
徳
寺
は
明
治
九
年
(
-
八
七
六
）

月
に
は
宗
別
寺
法
の
改
正
に
よ
り
別
格
別
院
と
定
め
ら
れ
た
。

明
治
初
年
の
い
ろ
い
ろ
な
変
革
は
‘
城
端
町
民
の
生
活
と
習
憫
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
か
、

曳
山
祭
の
改
革

明
治
維
新
に
よ

っ
て
近
代
的
な
諸
改
革
が
断
行
さ
れ
た
反
面
‘

れ
た
。
祭
政
一
致
の
古
制
に
か
え
り
、
国
家
神
道
が
成
立
す
る
の
も
そ
の

例
で
あ
る
。

明
治
六
年
に
第
一
七
世
速
悟
院
厳
高
が
若
く
し
て
病
死
し
た
の
で
、

七
政
復
古
の
名
か
示
す
よ
う
に
‘
復
古
的
な
諸
政
策
も
施
行
さ

慶
応
四
年

(
-
八
六
八
）
三
月
、
神
仏
分
離
令
が
発
せ
ら
れ
‘
修
験
道

山
伏
も
遠
俗
し
‘

寺
号
を
廃
し
て
神
職
と
な

っ
た
。
明
治

一
三
年
(

l

八

篠
原
伊
左
美
、
兼
務
祠
掌
は
訓
祁
の
利
波
直
枝
‘
氏
子
総
代
は
野
村
理
兵

’
 
7

i"、
'

唐子山の古い姿

れ
に
と
も
な
う
曳
山
祭
の
改
革
は
、
町
民
の
心
に
新
時
代
の
到
来
を
強
烈
に
印
象
づ
け
た
。

-
0月
に
城
端
別
院
と
改
称
さ
れ
た
が

明
治

―一

年

(
-
八
七
八

）
明
治
天
皇
の
北
陸
巡
幸
の
時
に

そ
の
後
第

一
八
世
住
職
と
し
て
宝
香
院
勝

そ
の
中
で
も
太
陽
暦
の
採
用
、

そ

一
七
年

(-
八
八
四
）
五

―一

代
小
原
治
五
右
衛
門
得
賀
は
金
沢
博
物
館
へ
蒔
絵
の
作
品
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を
つ
け
‘
庵
屋
台
は
御
坊
の
前
ま
で
巡
回
し
た
。

出
し
て
い
る
。

城
端
神
明
社
は
天
明
五
年

（一

七
八
五
）
の
「
村
鑑
帳
」
に
も
＂
惣
社

“
と
記
さ
れ
、
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
、

八
六
九
）
に

“村
社
“
に
列
し
、

明
治
二
年

（一

明
治
五
年

(
-
八
七
二）

に
は

＂
郷
社
“
に
列
す
る
と
の
内
命
を
受
け
た
が
‘
氏
子
町
民
は
経

竹
負
担
の
事
情
で
こ
れ
を
辞
退
し
た
。

明
治
元
年

(
-
八
六
八

）
は
前
年
に
孝
明
天
皇
崩
御
の
た
め
諒
闇
（
天
皇
の
喪
に
服
す
る
こ
と
）
で
ひ
き
山
は
な
く
‘

翌
二
年

（
一
八
六
九
）
は
凶
作
、
三
年

(
-
八
七
0

)

も
飢
饉
で
曳
山
は
出
さ
ず
、
飾
り
山
で
あ

っ
た
。
し
か
し
庵
屋
台
は
明
治
三
年
に

明
治
四
年

(-
八
七
一

）
は、

『御
旅
所
へ
お
姫
様
お
成
り
に
つ
き
‘
御
巡
幸
・
曳
山
は
一
八
日
ま
で
延
ば
す
。』

と
記
鉢
さ
れ
て

い
る
。
八
月
一
八
日
は
雨
が
降
り
出
し
、
西
上
町
で
泊
り
山
と
な
り
‘

か
ら
荒
町
を
く
だ
り
、
横
町
か
ら
東
町
へ
む
か
い
、
宗
林
寺
町
を
上

っ
て
新
町
で
提
灯

＂お

姫
様
“
と
い
う
の
は
、

明
治
維
新
に
際
し
て
加
賀
藩
が
、
加
賀
・
越
中
の
大
寺
へ

あ
い
ひ
”

前
田
家
の
息
女
方
を
預
け
た
こ
と
か
あ
り
‘
善
徳
寺
へ
は
冷
姫
様
が
来
て
お
ら
れ
た
も

の
で
、
善
徳
寺
第

一
七
世
速
悟
院
厳
高
と
縁
組
の
話
も
あ

っ
た
。

病
死
し
た
の
で
そ
の
後
束
京
へ
引
上
げ
ら
れ
、

と
で
あ
る
。

一
九
日
西
上
町

明
治
六
年
に
厳
高
か

公
爵
二
条
基
弘
に
嫁
か
れ
た
と
い
う
こ
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下
が
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

こ
で
明
治
六
年

(
-
八
七
三）
‘
束
上
町
は
‘
御

一
新
で
万
事
が
改
正
に
な
る
の
だ
か
ら

曳
山
の
順
番
も
‘
往
古
か
ら
の
傘
鉾
順
に
改
め
る
ぺ
き
で
あ
る
と
申
し
出
た
。
当
時
戸
長
で
あ

っ
た
束
新
田
町
の
林
庄
平
の
斡
旋

に
よ
っ
て
、
山
町
の
代
表
か
会
所
に
集
ま
り
‘
協
議
し
た
結
果
、
涸
で
順
番
を
き
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

へ
集
ま
り
、
神
前
で
閾
取
リ
を
行
い
、
第
一
番
西
下
町
、
第
二
番
東
上
町
、
第
三
番
大
工
町
、
第
四
番
西
上
町
、
第
五
番
束
下
町

第
六
番
出
丸
町
と
決
定
し
、
翌
年
よ
り
は
第
六
番
か
第

一
番
と
な
り
、
第
一
、
第
二
は
、
第
二

．
第
三
と
い
う
よ
う
に
一
番
ず
つ

そ
の
当
時
、
＂
恵
比
須

・
大
黒

・
布
袋
の
い
だ
“
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
た
が
、

上
町
が
、
東
上
町
が
二
番
、
大
工
町
が
三
番
と
な
り
、
西
上
町
・
東
下
町

・
出
丸
町
を
抜
い
た
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
。

を
不
満
と
し
て

こ
の
年
は
太
陽
暦
が
採
用
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
五
番

・
六
番
で
あ

っ
た
大
工
町

・
束

明
治
五
年
(
-
八
七
二
）
、
東
上
町
で
は
曳
山
の
上
段
の
腰
の
彫
物
に
漆
務
り
と
塗
箔

明
治
五
年

―
二
月
三
日
を
明
治
六
年

一
月
一
日
と

蓋の
•
箱
す
る
こ
と
に
な
っ
た

。

今
ま
で
春
祭
が
三
月
一
五
日
、
秋
祭
か
j
；
月
一
五
日
で
、
秋
祭

ヽ
ヽ
／
蔵

目壇
謬
に
曳
山
を
出
し
て
き
た
か
、
こ
の
暦
制
改
革
を
機
会
に
春
祭
を
五
月
に
、
秋
祭
を
九
月

上叩
も
に
改
め
、
春
祭
に
曳
山
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

支

ー., 棟
g
い
ま
ま
で
曳
山
巡
行
の
順
番
は
、
西
下
町
・
西
上
町

・
東
下
町

・
出
丸
町
・大
工
町
・

喬↓
 
石
東
上
町
の
順
で
一
定
し
て
お
り
、
東
上
町
は
い
つ
も
殿
で
あ
っ
た
。
束
上
町
で
は
こ
れ

い
く
ど
か
順
番
変
更
を
提
議
し
た
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
。

を
行
い
、
出
丸
町
で
は
庵
屋
台
を
修
繕
し
て
い
る
。

そ

四
月
一
三
日
、
神
明
社
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第
六
番
と
な
っ
た
出
丸
町
で
は
、

町
と
は
別
に
祭
を
行
う
こ
と
を
決
議
し
、

も
す
ま
せ
て
し
ま
っ
た
。

て
祭
礼
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
出
丸
町
代
表
者
の
連
絡
不
足
の
た
め
に
起
き
た
こ
と

で
、
後
で
来
年
は
一
番
山
に
な
る
こ
と
が
判
り
、
出
丸
町
は
ま
た
各
町
と
一
緒
に
祭
を

す
る
と
申
し
入
れ
た
。
し
か
し
各
町
は
出
丸
町
の
祭
礼
は
す
ん
で
い
る
と
い
っ
て
容
易

に
承
知
し
な
か
っ
た
。
何
度
も
交
渉
が
行
わ
れ
、
出
丸
町
を
詫
び
さ
せ
て
、
結
局
一
諸

曳
山
を
出
す
春
祭
か
五
月
一
五
日
に
確
定
し
た
の
は
‘

山
の
順
番
を
毎
年
替
え
る
よ
う
に
な

っ
て
‘
東
上
町
な
ど
の
不
満
も
解
消
し
、
曳
山
祭

東
上
町
で
は
‘

大
八
仕
立
て
の
外
車
様
式
に
改
造
‘

こ
れ
を
憤
慨
し
て
大
騒
き
に
な
っ
た
。

四
月
一
五
日
に
単
独
で
祭
礼
を
行
い
、
社
参

そ
の
た
め
そ
の
他
の
町
は
‘

五
月
―
―
日
に
出
丸
町
を
除
い

そ
の
翌
年
か
ら
で
あ
る
。
曳

明
治
六
年
(
-
八
七
三
）
に
弄
老
人
の
装
束
を
新
調
、

こ
れ
に
続

明
治
八
年
(
-
八
七
五
）
に
従
来
の
小
型
内
車
様
式
を

明
治
二

0
年
(
-
八
八
七
）
に
は
地
山
の
幕
も
新
調
し
た
。

西
下
町
で
も
明
治
―
二
年

（一

八
七
九
）
、
曳
山
の
堆
黒
彫
刻
を
新
調
し
、
曳
山
の
腰
廻
り
を
大
改
修
し
て
大
型
に
改
造
し
た
。
西
上
町
で
も
明
治
一
八
年

(
-
八

曳
山

・
庵
屋
台
の
巡
行
に
も
新
し
い
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
出
丸
町
へ
各
町
の
曳
山
が
入
り
こ
ん
で
昼
食
と
な
る
が
、

に
庵
屋
台
だ
け
は
川
原
町
へ
お
ろ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
昼
食
か
す
ん
で
、
第
一
番
の
庵
屋
台
が
出
丸
町
へ
上
が
る
と
、

八
五
）
に
恵
比
須
の
装
束
を
新
調
し
た
。

に
新
し
い
息
吹
き
が
注
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

に
祭
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
い
に
各

そ
の
時

諫鼓山の上壇彫刻

謡曲「石橋」より取材、牡丹に唐獅子の彫りもの。

大正6年大島五作造。
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い
て
一
番
山
が
動
き
出
す
。
第
二
番
の
庵
屋
台
か
こ
れ
に
続
き
、

そ
の
後
に
二
番
山
が

動
き
出
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
各
町
の
曳
山
と
庵
屋
台
は
、
出
丸
町
を
立
ち
去
る
こ
と

な

か

の

＂

に
な
っ
た
。
今
町
と
中
野
下
町
へ
の
順
路
を
定
め
た
の
も
、

安
永
の
曳
山
訴
論
事
件
以
来
、
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
大
八
車
様
式
の
禁
も
無
効

と
な
り
、
新
し
い
時
代
の
曳
山
祭
か
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
路

・
町
川
の

改
修
工
事
が
行
わ
れ
て
道
幅
が
拡
張
さ
れ
、
曳
山
の
大
型
化
が
可
能
と
な

っ
た
。
庵
屋

台
の
修
復
や
庵
唄
の
充
実
も
、
新
時
代
に
即
応
し
た
曳
山
祭
の
改
革
で
あ

っ
た
。

庵

屋

台

の

整

備

明
治
ニ
―
年

（
一八
八
八

）
四
月
、
市
制

•

町
村
制
が
公
布
さ
れ
、

で
は
五
月
八
日
に
第
一
回
町
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
定
員
は
一
級
六
名
、
二
級
六
名
の

―
二
名
で
あ

っ
た
。

ヽ

に
よ

っ
て

二、

五
月
二
四
日
、

町
長
に
栗
山
半
蔵
、

町
制
の
施
行
と
明
治
の
大
火

五
）
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

翌
二
二
年
(
-
八
八
九
）
四
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
城
端
町

助
役
に
大
道
加
門
、
有
給
助
役
に
上
田
義
男
か
当
選
し
て
い
る
。

戸
長
役
場
が
町
役
場
と
か
わ
り
、
現
在
の
城
端
保
育
所
の
地
に
建
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
町
を
従
来
の
一
〇
カ
町
と
川
島

・
川
原
・

大
宮
野
・
新
泉
沢
を
併
せ
た
地
区
の
一

―
区
に
分
け
、
議
員
の
投
栗
選
挙
に
よ

っ
て
、

こ
の
明
治
八
年

(
-
八
七

―一

名
の
区
長
が
選
任
さ
れ
た
。
こ
の
年

こ
れ
ま
で
の

こ
の
新
し
い
町
会

鶴鐸山の車輪

明治40年(1907)の作。雲に鶴の金具が空地のない
まて打たれ、輻（矢）には肘木が付いている。
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選
任
し
、
そ
の
上
に
組
長
を
お
い
て
い
た
。

の
二
月
に
は
憲
法
が
発
布
さ
れ
、

一
区
ご
と
に
二
人
の
小
頭
を

翌
二
三
年
(
-
八
九
0

)

に
は
第
一
回

次
頃
逐

。
衆
議
院
議
員
選
挙
か
行
わ
れ
て
帝
国
議
会
が
発
足
す
る
。

年

、
た

11
後
つ
当
時
の
有
権
者
は
直
接
国
税
一
五
円
以
上
を
納
め
る
二
五
才
以
上
の
男

正
調
い

大

新

てmれ
子
に
限
ら
れ
、
有
権
者
の
数
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
っ
た
。
第
二
回
総
選

山

，

同

ー

こ

”
甲
施
挙
は
明
治
二
五
年
(
-
八
九
二
）
二
月
に
行
わ
れ
た
か
、
当
時
の
内
務
大

枚

39
が

干
治
飾
臣
品
川
弥
二
郎
は
瞥
察
権
力
に
よ
る
選
挙
大
干
渉
を
民
党
候
補
者
に
加
え

明

装

た
。
砺
波
郡
で
は
改
進
党
の
島
田
孝
之
が
吏
党
の
暴
漢
に
襲
わ
れ
て
負
傷

し
た
。
吏
党
は
金
沢
の
盈
進
社
の
壮
士
や
石
動

・
高
岡
な
ど
の
暴
徒
を
つ
の
っ
て
各
地
へ
む
か
わ
せ
た
。
城
端
で
は
別
院
が
投
票

所
と
な
っ
て
い
た
か
、
金
戸
の
中
川
甚
兵
衛
は
御
坊
坂
で
壮
士
に
襲
わ
れ
、
白
刃
を
振
り
か
ざ
し
て
お
ど
さ
れ
た
の
で
、
大
岡
小

こ
の
年
五
月
、
i
晶
山
県
は
消
防
組
設
閻
区
域
と
そ
の
人
員
を
定
め
た

明
治
二
七
年
(
-
八
九
四
）
に
日
消
戦
争
が
始
ま
っ
た
。

が
‘
城
端
で
は
組
頭
一
人
、
小
頭
三
人
、
消
防
手
四
六
人
‘
計
五

0
名
の
公
設
消
防
組
が
設
立
さ
れ
、
初
代
組
頭
に
岡
部
長
左
衛

門
(
-
八
六
七
ー
一
九
二
四
）
か
就
任
し
た
。
城
端
の
消
防
組
織
は
、
当
初
町
内
ご
と
に
四

0
人
を
一
組
と
し
た
も
の
一

0
組、

木
製
ポ
ン
プ
の
龍
吐
水
一

0
台
で
あ
っ
た
。

ま
だ
明
治
以
前
に
は
“
三
十
人
組
“
と
称
す
る
組
織
も
あ
っ
た
。

年
(
-
八
九
一
）
、
規
則
を
改
正
し
て
消
防
夫
の
任
期
を
満
五
カ
年
と
し
、

兵
衛
方
へ
逃
げ
こ
ん
で
難
を
の
が
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

町
内
を

一
0
区
に
分
け
‘

明
治
二
三
年
（
一

八
九

0
)
か
ら
は
八

0
名
の
消
防
夫
を
も
っ
て
再
編
成
し
、
新
た
に
金
属
製
の
腕
カ
ポ
ン
プ
ニ
台
を
備
え
付
け
た
。
さ
ら
に
二
四
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明
治
初
期
の
絹
屋
の
組
織
は
、

絹

薬

の

近

代

化

そ
の
間
、

が
あ
っ
た
が
、
何
と
い

っ
て
も
明
治
三
一

年

(
-
八
九
八
）
四
月
一
五
日
の
大
火
は
‘

繕

か
修
ぁ
城
端
町
民
に
打
撃
を
与
え
た
。
こ
の
日
は
井
波
町
に
も
火
事
が
あ
り
‘
城
端
の
消
防
組

車

て
山

図

曳

S

は
応
援
に
出
動
し
て
不
在
で
あ

っ
た
。
午
後
三
時
四

0
分
野
下
町
笹
田
藤
一
郎
方
よ
り

ヵ

下

月

書

g
4

と
出
火
し
‘
折
か
ら
の
強
い
南
風
に
あ
お
ら
れ
、
午
後
一

0
時
三

0
分
よ
う
や
く
鎖
火
し

金

午

j

車

丙

替

の
）
入

た
。
焼
失
家
屋
二
八
二
戸
、

三
二

四
棟
と
い
う
大
火
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
に
大
工
町
の

晶

輪

子

金
唐
甲
‘
曳
山
・
庵
屋
台
も
焼
失
し
た
。

認

麟
月
来
明
治
三
三
年
(
-
九

0
0
)
に
も
火
災
が
発
生
し
た
。
一

0
月

一
九
日
午
前

―一

時

頃
、
西
上
町
林
源
之
助
方
よ
り
出
火
し
‘
六

0
余
戸
を
類
焼
し
午
後
三
時
に
鎖
火
し
た
。

（一

九

0
三）
ま
で
こ
れ
を
つ
と
め
て
い
る
。

そ
の
後
消
防
組
で
は
組
織
を
拡
充
し
、

頭
を
六
名
に
増
員
し
、
三
部
制
と
し
て
各
部
に
腕
カ
ポ
ン
プ
ー
台
宛
を
備
え
付
け
た
。

九
代
荒
木
文
平
（
一
八
四
九
ー
一
九
一

五

0
名
の
組
員
を
一

0
0名
に
、
三
名
の
小

-
)

が
明
治
二
九
年

(
-
八
九
六

）
県
会
議
員
に
当
選
、
引
続
い
て
三
六
年

日
露
戦
争
が
勃
発
し
た
の
は
、

明
治
ニ
ー
年

(
-
八
八
八

）

明
治
三
七
年

(-
九

0
四
）
で
あ
る
。

1
0
ヵ
町
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
絹
屋
総
代

一
名
を
選
出
し
て
い
た
が
、
明
治

一
五
年

(
-
八
八

二）

吉
村
常
道
等
が
組
合
を
つ
く
り
品
質
の
向
上
に
つ
と
め
た
。
そ
の
後
、
明
治
二
五
年
(
-
八
九
二
）
町
長
に
就
任
し
た
斉
藤
龍
二

―一

月

一
九
日
、
出
丸
町
に
一
九
戸
を
焼
失
す
る
火
事
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設
立
し
た
。

業
所
を
設
け
た
の
も
明
治
二
六
年
で
あ
っ
た
。

一
月
よ
り
開
業
し
た
。
ま
た
高
岡
銀
行
か
城
端
営

郎
は
荒
町
に
城
端
生
絹
組
を
設
立
し
た
。
そ
れ
は
新
し
い
行
政
権
の
も
と
で
の
絹
業
者
に
対
す
る
統
制
で
あ
っ
た
。

斉
藤
龍
二
郎
は
旧
藩
時
代
の
御
蔵
役
人
の
出
身
で
‘
城
端
在
住
の
数
少
な
い
士
族
の
一
人
で
あ

っ
た
。

絹
組
長
を
兼
ね
て
権
勢
を
振
っ
た
の
で
絹
仲
人
の
木
村
栄
蔵
ら
の
青
年
層
は
こ
れ
に
反
発
し
、

よ
う
な
中
で
次
第
に
青
壮
年
層
の
信
望
を
集
め
た
の
か
岡
部
長
左
衛
門
で
あ
っ
た
。

岡
部
家
は
五
箇
山
相
手
の
判
方
商
の
ほ
か
‘

推
さ
れ
、

翌
二
六
年
(
-
八
九
三
）
絹
問
屋

・
仲
人
の
支
持
を
う
け
て
、
生
絹
組
を
再
編
成
し
‘
組
長
に
就
任
し
た
。

生
絹
組
で
は
織
物
の
規
格
を
統
一
し
、
二
名
の
検
査
員
を
配
置
し
て
検
査
制
度
を
確
立
し
た
。
製
品
を
上

・
中

・
下
の
三
段
階

に
区
分
し
、
品
質
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
‘
織
工
賃
を
規
定
し
‘
増
加
す
る
雇
傭
労
働
問
題
に
対
処
し
た
。
し
か
し
こ
の
改
革

に
反
対
の
者
も
あ
り
、
生
絹
組
に
加
わ
ら
ず
城
端
物
産
合
査
会
社
を
設
立
し
た
。

城
端
に
銀
行
か
創
設
さ
れ
た
の
も
明
治
二
六
年
で
あ
っ
た
。
荒
木
文
平
を
頭
取
と
し
、
野
村
理
兵
衛

・
篠
井
万
三
郎
ら
の
共
同

出
査
に
よ
り
、
株
式
会
社
砺
波
銀
行
か
設
立
さ
れ
、

日
清
戦
争
を
経
て
、

肥
料
商
、
米
の
廻
漕
業
も
営
ん
で
い
た
。

翌
二
七
年
（
一
八
九
四
）

町
長

・
消
防
組
長

・
生

ま
た
町
会
と
も
対
立
し
た
。
そ
の

明
治
二
五
年
、
二
六
オ
で
町
会
議
員
に

明
治
二
八
年
(
-
八
九
五
）
井
波
に
‘
二
九
年
(
-
八
九
六
）
福
野
に
‘
砺
波
銀
行
で
は
出
張
所
を
設
け

た
。
ま
た
明
治
三

0
年
(
-
八
九
七
）
に
は
、
野
村
理
兵
衛
か
新
た
に
合
名
会
杜
野
村
貯
蓄
銀
行
（
の
ち
野
村
銀
行
と
改
名
）
を

明
治
三

0
年
一

0
月
に
中
越
鉄
道
株
式
会
社
の
城
端
駅
か
開
業
し
‘
城
端
に
も
汽
車
が
開
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

城
端
の
絹
織
物
業
に
新
し
い
技
術
が
と
り
い
れ
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
頃
の
こ
と
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
斜
め
立
機
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タ
ン
の
使
用
に
よ
っ
て

バ
ッ
タ
ン
機
で
織
ら
れ
た
絹
は

具
の

II

チ
ン
カ
ラ
機
＂
に
対
し
て
、

と

ひ

ひ

バ
ッ
タ
ン
（
飛
稜
機
）
は、

こ
の
技
術
の
吸
収
は
、

機
掛
け
と
な

っ
た
。
織
布
工
程
は

一
疋
六

0
ー
七

0
匁
の
製
品
で
あ
る
。

バ
ッ
タ
ン
装
置
を
高
機
に
と
り
つ
け
た
＂
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
機
”
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

。

一
七
三
三
年
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
11
ケ
イ
の
発
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

六
年
(
-
八
七
三
）
、
京
都
の
佐
倉
常
七
•
井
上
伊
平
ら
が
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
か
ら
た
ず
さ
え
帰っ
た
の
が
最
初
だ
と
い
わ
れ
る

。

バ
ッ
タ
ン
装
置
を
高
機
に
と
り
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
成
功
し
た
。

北
陸
地
方
へ
は
明
治
九

1
-
0
年

(
-
八
七
六
ー
七
七
）
に
福
井

・
金
沢
へ
も
た
ら
さ
れ
、

バ
ッ
タ
ン

日
本
へ
の
輸
入
は
明
治

明
治
一

0
年
代
の
試
験
期
を
経
て
、

1
0
年
代
末
か
ら
二

0
年
代
に
か
け
て
実
用
化
の
軌
道
に
の
っ
て
い
る
。
城
端
へ
の
バ

ッ
タ
ン
移
入
は
日
清
戦
争
直
後
の
頃
で
、

明
治
三

0
年
代
に
は
“
機
大
工
11

に
よ
る
バ

ッ
タ
ン
模
造
が
す
す
め
ら
れ
、
次
第
に
普
及
し
て
い

っ
た
。

＂
改
良
絹
”
ま
た
は
”
節
生
絹
“
と
い
わ
れ
、

一
疋
を
一
日
か
ら
一
日
半
で
織
る
こ
と
が
普
通
と
な
り
、
チ
ン
カ
ラ
機
に
く
ら
べ
て
一
躍
二
倍
の
生
産

が
可
能
に
な
っ
た

。

経
糸
は
五
箇
山
産
の
単
繰
‘
緯
糸
は
福
光

・

八
尾
•
福
島
県
保
原
な
ど
の
玉
繭
糸
が
用
い
ら
れ
、
大
部
分

は
こ
れ
ま
で
通
り
仲
人
の
手
を
経
て
購
入
し
た
か
、
遠
地
産
の
原
料
糸
か
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
織
屋
に
対
す
る
原
料
糸

供
給
者
と
し
て
仲
人
の
支
配
力
が
強
く
な

っ
て
い

っ
た
。

生
産
の
準
備
工
程
は
‘
繰
返
し

・
整
経

・
経
通
し

（統
統
通
し
・
嵌
通
し
）

の
使
用
に
よ
っ
て
、
抒
の
運
動
が
一
本
の
引
縄
を
ひ
く
こ
と
で
通
緯
す
る
こ
と
に
な
り
、
道
具
器
と
し
て
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
手
工
的
技
術
の
制
約
を
前
進
さ
せ
た
。
ま
た
準
備
工
程
で
も
‘
繰
返
し
で
は
従
来
の
手
繰
器
か
ら
、

従
来
の
太
鼓
巻
き
か
ら
ガ
ン
ガ
ラ
巻
き
器
へ
と
、
道
具
が
改
良
さ
れ
大
量
生
産
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

石
の
お
も
り
を

上
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
―
二
、
三
本
の
ゴ
コ
が

一
度
に
繰
れ
る
操
作
機
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
管
巻
き
で
も
、

ゞ

ソ
ノ

．
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て
か
ら
、
城
端
別
院
は
＂
御
代
様
巡
回
“
を
実
施
し
て
、
布
教
活
動
の
拡

明
治
三
五
年
(
-
九

0
二）

九
月
、

町
役
場

（現
在
の
城
端
別
院
の
同
朋
研
修
道
場
）
二
階
に
共
同
販
売
所
が
設
立
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
の
仲
人
が
問
屋
で
商
談
す
る
方
法
か
ら
、
仲
人
が
織
屋
か
ら
集
め
て
持
ち
寄
る
製
品
を
問
屋
が
入
札
す
る
方
法
へ
と
変

ヽ

し
か
し

明
治
三
四
年
(
-
九
0

1

)

か
ら
三
六
年

(
-
九
0

三）

に
か
け
て
は
、
不
景
気
が
続
い
た
。

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）

設
置
さ
れ
た
。

の
小
学
校
令
の
公
布
に
よ
っ
て
、
城
端
で
は
四
年
制
の
尋
常
小
学
校
と
三
年
制
の
簡
易
小
学
校
か

明
治
二
三
年
(
-
八
九
0

)

に
教
育
勅
語
が
発
せ
ら
れ
、

の
新
年
祝
賀
式
、
二
月
―
一
日
の
紀
元
節
‘

そ
の
後
明
治
三

0
年

(
-
八
九
七
）
に
か
け
て
、
元
旦

―
一
月
三
日
の
天
長
節
の
制
度
化
‘
御
真
影
の
下
賜
等
、

す
る
。

ま
た
明
治
三
二
年
(
-
八
九
九
）
に
は
役
場
庁
舎
が
小
学
校
に
充
用
さ
れ
、
役
場
は
善
徳
寺
詰
所
へ
移
転
し
た
。

城
端
別
院
善
徳
寺
で
は
、

明
治
ニ
―

年

(
-
八
八
八
）

に
経
蔵
の
上
棟

で
あ
る
尼
講
の
活
動
も
活
発
で
、
経
蔵
建
立
の
際
に
は
労
力
奉
仕
や
屋
上

の
金
の
擬
宝
珠
の
寄
進
も
行
っ
た
。

式
を
行

っ
た
。
棟
梁
番
匠
は
藤
田
長
五
郎

（能
登
の
人
）‘
脇
棟
梁
は
三
代

書箱刻
目
山
村
十
右
衛
門

・
浅
野
喜
平
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
婦
人
信
者
の
集
い

月の山銅分枚千

明
治
二
三
年
に
東
本
願
寺
法
主
厳
如
の
布
教
伝
道
推
進
の
下
達
を
う
け

明
治
中
期
の
文
化
と
生
活

わ
っ
た
。

こ
の
当
時
の

町
長
が
岡
部
長
左
衛
門
で
あ

っ
た
。

明
治
の
国
民
教
育
が
普
及
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銭波
。
水

作

刻
j
l
r
雲

日
下
五
し
、
歌
を
う
た

っ
て
町
中
を
ね
り
廻

っ
た
。

の

。
島

山
l
J
大

？
克

気
＂
勾
間

（約
四
メ
ー
ト
ル

）
も
あ
る
大
行
燈
を
か
か
げ
て
気
勢
を
あ
げ

観

こ

9
9

1

 

波
早
事
に
移
行
し
た
。

水

54
 

壇

治
上

明

大
と
別
院
運
営
の
充
実
を
図
っ
た
。
ま
た
明
治
二
九
年
(
-
八
九
六
）
か
ら
は
‘
“
御
虫
干
”
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
毎
年

七
月
二
二
日
よ
り
二
八
日
ま
で
、
宝
物
の
虫
干

・
展
観
と
＂
夏
の
御
文
“
拝
読
の
行
事
を
催
し
、
善
徳
寺
の
“
虫
干
法
会
”
と
し

て
加
越
能
三
カ
国
か
ら
多
数
の
信
徒
が
巣
ま
り
‘
井
波
瑞
泉
寺
の
太
子
伝
会
と
と
も
に
富
山
県
浄
土
真
宗
の
代
表
的
行
事
と
な

っ

日
清
戦
争
が
終
わ
り
‘
絹
織
物
生
産
に
バ
ッ
タ
ン
機
が
導
入
さ
れ
、

を
つ
か
ん
だ
か
に
み
え
た
明
治
三

0
年
代
は
、
三
一
年
(
-
九
九
八
）
、
三
三
年
(
-
九

0
0
)
と
大
火
か
続
い
て
、
思
い
が
け
な

そ
れ
ま
で
の
城
端
町
民
に
は
、

山
祭
、

七
月
の
七
夕
祭
、

鉄
道
も
開
通
し
て
、
城
端
の
産
業

・
文
化
も
発
展
の
糸
口

正
月
の
恕
即
‘
二
月
の
つ
ご
も
り
大
市
、
五
月
の
曳

-
0
月
の
小
祭
（
地
蔵
祭
）
と
、
生
活
に
結
び
つ
い
た
年
中

七
夕
祭
に
は
各
町
内
の
子
供
達
が
、
大
き
な
葉
竹
に
数
十
の
紅
提
灯
や
短
冊
を
つ
る

で
あ

っ
た
。
し
か
し
明
治
三
一
年
の
大
火
を
境
と
し
て
、
盛
大
で
あ
っ
た
七
夕
祭
も
衰
微

し
た
。
ま
た
一

0
月
の
小
祭
も
、
そ
れ
ま
で
は
各
町
ご
と
に
祭
の
日
も
異

っ
て
お
り
‘

あ

た

こ

三
日
は
東
上
町
の
愛
宕
祭
、
六
日
は
新
町

・
七
日
は
東
新
田
町

・
八
日
は
野
下
町
の
地

そ
の
頃
東
新
田
町
に
山
田
金
次
郎
が
住
ん
で
お
り

行
燈
絵
の
妙
手

な
か
ば
大
人
の
行

そ
れ
が
そ
の
後
各
町
の
競
争
と
な
り

行
事
が
継
承
さ
れ
て
い
た
。

い
打
撃
を
受
け
諸
事
緊
縮
の
ム
ー
ド
も
生
ま
れ
た
。

て
い
る
。
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第四章 曳山祭の盛況

庵
屋
台
の
整
備
に
力
か
入
れ
ら
れ
た
。

蔵
祭
、
東
下
町
の
黒
大
黒
祭
は
九
日
、

そ
し
て

一
0
日
は
大
工
町

・
―一

日
は
出
丸
町

・
一
四
日
は
西
新
田
町
の
地
蔵
祭
、
西
下

町
の
稲
荷
社
市
姫
祭
は

一
七
日
、
西
上
町
の
恵
比
須
祭
は
二
0
日、

ニ
―

日
は
川
島
の
八
幡
社
祭
と
地
蔵
祭
で
あ

っ
た
。

祭
は
“
子
供
祭
II

と
も
称
さ
れ
て
親
戚
は
互
い
に
子
供
達
を
招
き
あ

っ
た
が
、

”
つ
ご
も
り
大
市
II

は、

五
箇
山
の
人
が
町
の
取
引
先
へ
年
賀
の
挨
拶
に
来
て

一
泊
す
る
二
月
末
日
に
開
か
れ
た
。
御
坊
町
・
西

町
通
り
に
は
露
天
の
店
が
並
び
、
束
町
通
り
に
は
筵
・
縄
・
ふ
か
ぐ
つ
等
の
菜
工
品
の
市
か
立
て
ら
れ
た
。

で
も
四
の
日
と
十
の
日
に
朝
市
か
立

っ
て、

さ
さ
や
か
な
が
ら
取
引
が
行
わ
れ
‘
盆

の
十
日
は
特
に
人
出
が
多
か

っ
た
。

明
治
四

0
年
(
-
九

0
七
）
六
月
五
日
、
風
雨
の
日
、

『
城
端
は
機
の
声
の
町
な
り
。
寺
々
は
本
堂
の
屈
を
開
き
聴
聞
の
男
女
傘
を
連
ら
ね
、
市
に
立
ち
て
甘
藷
の
苗
を
売
る
者
多
し
。

麻
の
暖
簾
京
め
き
た
り
。
』と
‘

庵

屋

台

の

整

備

年
大
工
町
で
は
庵
屋
台
の
水
引
幕
を
新
調
。

明
治
三
一

年
の
大
火
の
後
は
万
事
倹
約
と
い
う
こ

-
0
月
五
日
に
総
祭
と
し
て
各
町
同
日
に
行
う
よ
う
に
な

っ
た
。

民
俗
学
者
柳
田
国
男
か
城
端
の
町
を
通

っ
た
。

そ
の
紀
行
文

「木
曽
よ
り
五
箇
山
へ

」
の
中
に
記
し
て
い
る
。

け
る
城
端
の
機
業
戸
数
は
四
一
九
、
製
絹
額
六
万
六
五
二
〇
疋、

と
で

一
七
日
の
稲
荷
祭
、

二

0
日
の
恵
比
須
祭
を
除
い
て
は

そ
の
当
時
は
、
平
常

明
治
四

一
年

(-
九

0
八
）
に
お

そ
の
価
格
は

一
九
万
九
五
六

0
余
円
で
あ

っ
た
。

明
治
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
は
、
各
町
で
庵
屋
台
の
修
復
や
新
調
、
曳
山
・
傘
鉾
の
修
埋
が
盛
ん
で
あ
る
。
特
に

東
上
町
で
は
文
政
・
天
保
年
間
に
庵
屋
台
の
大
改
修
を
行

っ
た
か
、

明
治
ニ

―
年

(
-
八
八
八

）
に
も
修
理
し
て
い
る
。

翌
二

二
年

(
-
八
八
九
）
に
は
西
下
町
の
庵
屋
台
が
新
し
く
作
り
替
え
ら
れ
た
。
数
こ
の ヽ

こ
の
Il
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て
い
る
。

寄
屋
造
の
二
階
建
、
主
屋
・
離
れ
二
棟
の
料
か
を
投
し
た
庵
で
、
企
画

・
設
計
は
三
代

るぃ

目
山
村
十
右
衛
門
‘
素
地
エ
匠
は
中
田
消
蔵
、
命
り
も
施
し
て
完
成
し
た
。

てま
し
か
し
翌
二
三
年
(
-
八
九
0

)

は
米
価
か
騰
貨
し
、
曳
山
は
出
さ
な
い
こ
と
に
決

れ亥ヵ
定
し
た
が
、
若
連
中
は
町
内
で
寄
付
を
躾
め
‘
庵
屋
台
だ
け
は
巡
回
し
た
。

具

銘
金
の
の
乙
当
時
の
曳
山
祭
の
運
営
方
式
を
明
治
二
四
年
(
-
八
九
一
）
の
記
録
で
み
る
と
‘
氏

造

車山
平
子
惣
代
か
ら
県
知
ボ
宛
に
祭
礼
執
行
の
顧
書
を
提
出
し
‘
城
端
の
贅
察
分
署
長
か
こ
れ

の葬
疇
鶴
山
を
許
可
す
る
と
い
う
手
続
き
が
と
ら
れ
て
い
る
。
期
間
は
五
月

一
四
日
か
ら
一

七
日
ま

ifi g
 
具
で
と
し
、
そ
の
間
、
各
町
内
路
上
建
旗
‘
御

金岡

旅

小
屋
掛
け
、
神
輿
渡
御
‘
獅
f
舞
差
出
し
、

市嵩

曳
山

・
屋
台
か
市
中
練
廻
し
を
す
る
と
届
け

当
時
の
氏
子
総
代
は
五
名
で
、
篠
井
万
三
郎
・
荒
木
文
平
•
松
本
オ
喜

・

伊
藤
虎
一

郎
・
大
岡
小
兵
衛
の
日
一那
方
で
、

出
て
い
る
。

そ
の
後
野
村
理
兵
衛
・
布
崎
新
右
衛
門
ら
と
交
替
し
、

五
月
一
四
日
の
各
町
内
路
上
の
建
旗
は
、
神
を
迎
え
る
氏
子
町
民
の
信
仰
の
あ
ら
わ

れ
で
、
大
正
初
期
ま
で
こ
の
仕
来
リ
は
守
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
祭
礼
の
旗
は
流
れ
旗
で
、

の
I
り

城
端

・
今
石
動
以
外
の
他
の
町
村
で
は
織
旗
し
か
許
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
旗
の
長
さ

くモフ

鶴舜山の大八車
明治40年(1907)浅野辰次郎1ま力居町大工の作。
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在
も
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
”
天
地
無
私
春
又
帰
”
‘
“
無
ポ
棋
然
知
静
勝
“
と
あ
り
、

神
明
白
の
社
掌
は
‘

明
治
二
六
年
(
-
八
九
三
）
か
ら
篠
原
乙
三
郎
、

明
治
四
五
年
(
-
九
―
二
）
か
ら
篠
原
志
乃
美
に
な
っ
て
い
る
。

出
丸
町
で
は
庵
屋
台
修
復
の
た
め
寄
付
金
を
集
め
は
じ
め
‘

侶
。
雲
龍
五
J
L
)
に
こ
れ
を
達
成
し
た
。

蚊
島
に
大
明
治
二
七
年
五
月
一
五
日
は
、
野
下
を
ま
わ
り
束
下
ま
で
米
た
時
大
雨
と
な
リ
‘

頑

m
半
い
こ
で
泊
リ
山
と
な
っ
た
か
、
一
」
ハ
日
は
好
大
気
で
朝
八
時
よ
り
曳
き
出
し
、
東
下
を
下

，
 

刻

後

年5
 

g
紅
足
り
午
後
八
時
頃
に
新
町
へ
消
き
‘
そ
こ
で
提
灯
を
と
も
し
た
。
帰
り
は
一
七
日
の
午
前

山

に

明

昇
梅
一
時
頃
で
あ
っ
た
。
随
分
新
町
の
宿
で
ゆ
っ
く
り
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

鶴

竹

紅
半

波

明

治

二

九

年

（
l

八
九
六
）
に
、
西
上
町
で
は
庵
屋
台
と
傘
鉾
を
修
理
し
て
い
る
し
、

松

に

前

水
小
止
西
下
町
で
は
曳
山
の
屋
根
を
改
修
し
て
い
る
。

こ
の
年
、
現
介
の
西
下
町
公
民
館
の
地

亥

亥

9
9
/

9
9/
 

問

目
壇
壇
に
抒
察
分
署
の
独
立
庁
令
か
辿
設
さ
れ
た
か
、
七
月
五
日
の
竣
工
式
に
各
町
は
庵
届
台

上

下

を
出
し
て
祝
慈
を
表
し
た
。

豊
謹
書
”
と
な
っ
て
い
る
。

は
II

｛
出
有
之
謂
大
業
II

と

“
日
新
之
謂
盛
徳
“

と
あ
リ

は
六
間
半
（
約
一
三
メ
ー
ト
ル
）
も
あ
る
大
き
な
も
の
で
、

下
方
で
切
り
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
各
町
に
一
対
ず
つ
あ
り
、
町
の
能

筆
家
が
雅
語
を
揮
逢
、
洛
款
し
て
い
る
。
西
上
町
の
旗
に
は
“
著
明
莫
大
乎
日
月
“
と
＂
崇
高
莫
大
乎
磁
汎
へ
東
上
町
の
も
の
に

明
治
三
i
L
年
(
-
九

0
二
）
か
ら
利
波
謙
治
か
兼
務
し
、

明
治
三
二
年
(
-
八
几

”
明
治
三
六
年
卯
J
i
月
、
出
丸
町
氏
f
谷
口

両
町
と
も
に
伊
藤
一
曲
日
の
窄
で
あ
っ
た
。
ま
た
出
丸
町
の
も
の
は
現
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が
、
若
連
中
か
ら
要
望
が
あ
リ
‘
曳
山
を
出
す
こ
と
に
し
た
。

明
治
三

0
年
(
-
八
九
三
）
、
中
越
鉄
道
が
城
端
へ
開
通
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

期
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
秋
に
な
る
と
ウ
ン
カ
が
発
生
し
て
大
凶
作
と
な
り
、
小
作
料
も
全
免
す
る
ほ
ど
の
大
害
を
う
け

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
四
月
一
五
日
は
、

そ
こ
で
曳
山
祭
も
そ
れ
か
完
成
す
る
秋
ま
で
延

明
治
の
城
端
人
に
と

っ
て
永
遠
に
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
日
で
あ

っ
た
。

の
日
の
大
火
に
よ
っ
て
、
大
工
町
で
は
曳
山
も
庵
屋
台
も
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
。
関
羽
と
周
倉
の
御
面
像
お
よ
び
装
束
そ
の
他
か

難
を
ま
ぬ
が
れ
た
の
は
不
幸
中
の
幸
い
で
あ

っ
た
。
翌
月
の
曳
山
祭
は
も
ち
ろ
ん
中
止
‘
焼
け
跡
に
復
興
の
槌
音
も
い
ま
だ
し
の

明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
、
大
工
町
で
は
人
形
の
胴
を
新
調
し
て
人
形
飾
り
の
み
は

明
治
三
三
年
(
-
九

0
0
)
、
東
上
町
で
は
曳
山
の
地
山
篠
と
傘
鉾
を
新
調
し
た
。
ま

た
大
工
町
で
は
現
在
の
秋
葉
神
社
の
向
い
に
山
蔵

（収
蔵
庵
）
を
建
て
た
。

こ
の
年
の
一

0
月

一
九
日
、
ま
た
し
て
も
西
上
町
に
大
火
か
あ

っ
た
。
翌
三
四
年
(

l

九

O
1

)

は
前
年
の
火
事
と
不
景
気
な
年
で
も
あ
っ
た
の
で
、
曳
山
の
中
止
を
決
定
し
た

明
治
三
五
年

(-
九

0
二
）
五
月

一
五
日
は
朝
か
ら
天
候
が
悪
く
‘

曳
山
は
出
し
た

横
町
ま
で
で
各
町
へ
引
取

っ
た
。

下
町
で
大
雨
に
あ
い
‘
午
後
三
時
に
帰
町

一
六
日
も
正
午
よ
り
雨
と
な
り
、
曳
山
は

-T
つ
こ
。

，

イ

f

こ
の
年
、
東
下
町
で
は
大
黒
天
の
装
束
を
新
調
し
て
い
る
か

一
五
日
は
西

諫鼓山の古い地山幕

諌鼓鶏文様ガ染められている。

街
を
神
輿
の
み
か
巡
行
し
た
。

た
。
そ
の
た
め
曳
山
祭
も
中
止
し
、
人
形
飾
り
の
み
の
さ
み
し
い
祭
と
な

っ
た
。
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明
治
末
期
か
ら
大
正
へ

一＿‘

曳

山

の

改

装

こ
の
年
は
飾
り
山
だ
け
で
曳
き
山
は
中
止
。
翌
三
八
年
（
一
几
〇

が
午
後
二
時
よ
り
暴
風
雨
と
な
り
‘
出
丸
町
よ
り
曳
山

・
庵
と
も
各
町
へ
引
揚
げ
た
。

ロ
豊
平
前
に
梨
ま
り
、
西
下
町
上
り
に
て
各
町
を
廻
り
帰
町
し
た
。
当
日
は
町
内
人
足
で
ひ
き
ま
わ
し
、
東
下
町
で
は
出
れ
な
い

者
か
ら
二

0
銭
宛
徴
梨
し
た
。
な
お
当
時
の
人
夫
貨
は
三
五
銭
で
あ
る
。

明
治
三
六
年

（一

几

0
三）
‘
束
上
町
で
は
庵
の
反
井
を
修
理
、

の
年
の
祭
に
、
中
越
鉄
道
は
汽
車
貨
を
割
引
し
て
サ
ー
ピ
ス
し
た
が
、
不
屎
気
な
年
で
あ
っ
た
。

明
治
三
七
年
(
-
九

0
四
）
二
月
に
日
露
戦
争
が
始
ま
り
、

西
上
町
は
山
蔵
を
再
建
す
る
た
め
に
地
な
ら
し
を
行
っ
た
。

五
）
は
、
バ
ル
チ

ッ
ク
艦
隊
北
上
の
国
難
を
む
か
え
、
神
輿
巡
行
も
取
止
め
、
曳
き
山
も
も
ち
ろ
ん
中
止
し
た
。

明
治
三
八
年
(
-
九

0
五
）
几
月
五
日
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
講
和
条
約
が
成
立
し
、

翌
三

九
年
(
-
九

0
六
）
応
召
兵
士
は
相
次
い
で
帰
郷
し
た
か
、
帰
ら
ぬ
英
益
も
多
か
っ
た
。

b
う

L
`

現
在
の
城
端
中
学
校
一
帯
の
地
に
、
陸
軍
の
立
野
ケ
原
廠
舎
が
出
来
た
の
も
明
治
三

九
年
で
あ
る
。

明
治
二
九
年
(
-
八
九
六
）
に
金
沢
の
第
J
L
師
団
が
新
設
さ
れ
、
そ
の
演
習
場
と
し

て
立
野
ケ
原
一
幣
が
明
治
三
二
年
(
-
八
几
J
L
)
か
ら
買
収
さ
れ
た
。
し
か
し
ま
だ
廠

干枚分銅山の下j置彫刻（正面）

水波に龍の彫りもの。玉眼寂入。

明治40年(1907)大島五作造。

翌
日
も
雨
で
、
結
局
一
七
日
午
後
一
時
谷
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曳山の改装

命
検
閲
使
と
し
て
米
臨
‘
野
村
理
兵
衛
邸
に

一
泊
さ
れ
た
。

を
退
く
と
と
も
に
、
そ
の
後
町
長
を
も
辞
任
し
た
。

明
治
三
九
年
―
二
月
よ
り
大
正
二
年
(
-
九
一

三）

山
田
川
に
は
城
南
橋
か
架
設
さ
れ

舎
の
施
設
か
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
民
家
に
宿
営
す
る
こ
と
と
な
り
‘
師
団
に
お
い
て
も
町
側
に
お
い
て
も
甚
だ
不
仙
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
明
治
三
六
年

(
-
九

0
三
）
、
当
時
の
町
長
大
岡
小
兵
衛
以
下
町
の
有
志
は
陸
軍
大
臣
に
上
申
し
て
、
廠
舎
の
建
設
敷
地
を

献
納
す
る
こ
と
を
顧
い
出
た
。
廠
舎
か
出
来
る
と
、
演
習
地
ま
で
の
軍
用
道
路
か
敷
設
さ
れ
、

陸
軍
橋
と
も
称
さ
れ
た
。

―
二
月
に
い
た
る
七
年
間
、
再
び
岡
部
長
左
衛
門
が
町
長
に
就
任
、

間
、
明
治
四

0
年
か
ら
四
年
間
は
県
会
議
貝
に
も
選
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の

そ
し
て
、
産
業
経
済
の
近
代
化
、
教
育

・
文
化
の
振
輿
、

消
防
機
能
の
充
実
に
尽
力
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
大
正
二
年
三
月
全
国
優
良
町
村
と
し
て
内
務
大
臣
の
表
彰
を
受
け
た
。
ま
た
同

年
一

0
月
に
も
町
の
商
工
業
施
策
が
認
め
ら
れ
て
牒
商
務
大
臣
の
表
彰
も
受
け
、
城
端
町
は
名
実
共
に
内
外
に
細
く
時
代
で
あ

っ

た
。
城
端
神
明
社
敬
神
会
の
発
足
‘
城
端
織
物
組
合
の
設
立
、
水
月
公
園
や
私
立
城
端
病
院
の
設
置
‘
柴
田
弥
一
郎
の
海
軍
兵
学

校
へ
の
入
学
と
卒
業
な
ど
も
そ
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
い

っ
ぽ
う
、
岡
部
町
長
独
裁
へ
の
反
発
も
あ
り
、
大
正
二
年
八
月
、
織
物
組
合
長
の
改
選
に
際
し
て
遂
に
組
合
長
の
職

明
治
四

0
年

(-
九

0
七
）、
従
来
の
在
郷
軍
人
同
志
会

（
明
治
二
四
年
頃
設
立
）
か
城
端
介
郷
年
人
団
と
改
称
し
た
。

明
治
四

0
年

(-
九

0
七
）
に
小
学
校
令
が
改
正
さ
れ
、
義
務
教
育
が
六
カ
年
に
延
長
さ
れ
た
が
、
城
端
で
は
大
正
四
年

（一

九
一
五
）
伊
藤
巳
之
助

(-
八
六
九
ー

一
九
三
六
）
が
町
長
に
就
任
、
大
正
六
年

(-
九

一
七
）
四
月
二
六
日
、
現
在
の
総
合
庁

舎
の
敷
地
に
小
学
校
の
新
校
舎
を
建
設
し
た
。
そ
の
年
は
ま
た
‘
陸
軍
大
将
閑
院
宮
載
仁
親
上
殿
下
が
、
立
野
ヶ
原
油
習
場

へ
特
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章四
の
も
の
が
多
か
っ
た
。

第 曳山祭の盛況

宮
岡
幸
次
郎
か
県
会
議
員
に
当
選
し
た
の
は
大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
。

第

一
次
世
界
大
戦
の
影
府
で
経
済
界
は
未
曽
有
の
活
況
を
示
し
た
か
、

そ
の
頃
、

そ
の
反
面
物
価

か
騰
伐
し
、
大
正
七
年
に
は
魚
津
町
に
端
を
発
し
た
米
騒
動
が
全
国
に
波
及
し
、
大
き

な
社
会
問
題
と
な

っ
た
。

城
端
へ
羽
二
重
と
紹
の
製
織
か
導
入
さ
れ
た
の
は
明
治
三
九
年

(-
九

0
六）
、
藤
田

治
作

・
吉
村
甚
右
衛
門
ら
か
、
新
潟
県
五
泉
よ
り
佐
々
木
兼
助
技
師
を
招
い
て
伝
習
し

た
こ
と
に
始
ま
る
。

城
端
の
産
業
革
命

そ
の
後
、
羽
二
重

・
紺
製
造
の
機
屋
が
急
速
に
増
加
し
、

明
治
四

二
年
(
-
九

0
九
）
、
岡
部
長
左
衛
門
を
組
長
と
し
て
城
端
織
物
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。

京
羽
二
重
は
幅
九
寸
八
分
、
長
さ
六
丈
四
尺
、
目
方
は
二

0
0匁
、
二
五

0
匁
、
三

0
0匁
、
三
五

0
匁
と
あ
っ
て
‘
紋
付
羽

織

・
着
物
の
表
地
と
な
る
製
品
で
あ
る
。
原
料
は
群
馬

・
似
島

・
長
野
県
産
の
生
糸
で
、
金
沢
の
糸
問
屋
よ
り
購
入
し
た
。
生
産

工
程
は
、
経
糸
は
繰
返
し

・
糊
付

．
整
経

・
通
し

（続
統

・
敬
）
・
機
掛
け
‘
緯
糸
は
繰
返
し

・
合
糸

（二
本
‘
三
本
、
四
本
）
・管

巻
き
の
準
備
工
程
を
へ
て
織
る
こ
と
に
な
る
。
織
機
は
羽
二
里
の
重
み
に
耐
え
う
る
木
製
の
バ

ッ
タ
ン
高
機
で
‘
漸
次
金
属
続
統
・

金
属
紋
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
各
業
者
は
四
‘

五
台
か
ら
一

0
台
内
外
の
織
機
を
設
招
し
、

工
員
も
一

0
余
名
の
規
桧

い
わ
ば
城
端
の
羽
二
重
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
城
端
織
物
組
合
規
約
に
よ
る
と
‘

組
合
員
は
内
地
向
羽
二
重
お
よ
び
組
の
製
造
業
者
で
構
成
し
、
製
品
を
共
同
乾
燥
場
で
処
理
し
、
検
査
を
実
施
し
て
絋
目
を
記
入

千枚分銅山の上J置彫刻（正面）

岩に虎の彫りもの 8月，台40年(1907)大島五作造
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曳山の改装

砺
波
銀
行
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

e越
中
絹
織
‘
◎
城
束
機
業
‘
R
城
端
織
物
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
年
城
端
の
金
融
界
で
は
砺
波
銀
行
と
野
村
銀
行
か
合
併
し

そ
の
間
、

い
る
。

七
年
に
か
け
て
移
入
さ
れ
、
大
正
九
年
(
-
九
二
0

)

内
｀
力
織
機
工
場
一
六
）
、
力
織
機
四

城
端
へ
の
力
織
機
導
入
は
‘

力
織
機
二

0
台
を
金
沢
よ
り
購
入
し
、

機
業
場
で
も
織
り
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

竹田山

戦前撮影したものてあるが、

安永の原作をまもっているた

め形態・装飾は現在とかわら

なし、

業
場
で
は
京
都
府
の
丹
後
よ
り
技
師
を
招
き
、
水
車
で
操
作
す
る
八
丁
撚

こ
。
f
 
こ
れ
は
ジ
ャ
カ
ー
ド
を
使
用
し
て
織
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
藤
田
機

紹
は
夏
物
用
と
し
て
一
月
か
ら
五
月
の
季
節
に
製
織
し
た
。
大
正
の
初

さ
れ
た
。

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
製
品
は
主
に
京
都

・
名
古
屋
の
市
場
へ
出
荷

め
頃
か
ら
は
、
群
馬
県
桐
生
よ
り
技
術
者
を
招
い
て
紋
織
物
も
始
め
ら
れ

糸
機
を
設
置
し
て
縮
緬

．
壁
織

・
漣
織
な
ど
の
製
織
を
始
め
‘

さ
い
が
い

明
治
四
三
年
(
-
九
一
0

)

糾
問
屋
で
あ

っ
た
笹
井
作
兵
衛
が
石
油
発
動
機
で
操
作
す
る
斉
外
式

サ
イ
マ
ル
工
場
を
設
立
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
大
正
に
入
っ
て
電
気
が
導
入
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
‘
霊
動
力
使
用
の
消
田
米
式
・
消
田
駒
式

・

重
田
式

•

松
山
式

・

永
野
式
な
ど
の
力
織
機
が
、
大
正
六
年
か
ら

の
統
計
に
よ
る
と
‘

工
場
数
ニ
―

そ
の
後
各

二

0
台
と
な
り
、
城
端
絹
織
物
業
の
産
業
革
命
が
達
成
さ
れ
た
。
従
業
貝
数
も
男
一

0
J
L
、
女
四
七
五
‘
計
五
八
四
人
と
な
っ
て

企
業
の
法
人
化
か
す
す
め
ら
れ
、
大
正
七
年
(
-
九
一
八
）
に
四
つ
の
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
⑩
油
五
端
機
業
、
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第四章 曳山祭の盛況

城端織物業の生産高

こ
。
f
 

＼ 生産高（単位．疋）

明治38(1905) 47,065 

39(1906) 58,933 

40(1907) 53,251 

41(1908) 66,520 

42(1909) 68,920 

43(1910) 66,817 

44(1911) 78,133 

大正 1(1912) 79,855 

2(1913) 78,622 

3(1914) 63,080 

4(1915) 63,568 

5(1916) 67,191 

6(1917) 80,793 

7(1918) 101,129 

8(1919) 130,870 

9(1920) 107,433 

10(1921) 153,506 

11(1922) 111,819 

12(1923) 102,701 

13(1924) 121,729 

14(1925) 104,984 

昭和 1(1926) 106,675 

第

一

次

大

戦

中

の

好

景

気

は

‘

城

端

の

産

業

革

命

を

達

成

さ

せ

た

か

、

大

正

九

年

（

一

几

二

0

)

日

本

経

済

は

戦

後

恐

慌

に

直

面

し

た

。

し

か

し

城

端

で

は

大

戦

娯

気

に

刺

激

さ

れ

て

、

戦

後

の

不

況

が

見

通

せ

ず

‘

二

）

と

工

場

数

が

増

加

し

、

三

六

工

場

と

な

っ

た

が

、

新

設

の

も

の

は

主

に

従

業

貝

一

0
人

以

下

の

小

規

桧

工

場

で

あ

っ

た

。

大

正

―

二

年

(

-

九

二

三

）

の

閲

束

大

震

災

は

経

済

不

況

に

追

い

打

ち

を

か

け

た

。

城

端

で

も

次

第

に

不

況

の

深

刻

さ

を

痛

感

し

、

工

場

数

も

滅

少

し

は

じ

め

、

大

正

末

年

(

-

九

二

六

）

に

は

二

六

工

場

と

な

っ

た

。

ま

た

、

第

一

次

大

戦

後

、

新

し

い

イ

タ

リ

ア

式

撚

糸

機

か

桐

生

の

製

作

所

か

ら

、

五

箇

山

の

養

蚕

と

製

糸

は

、

ャ

機

か

取

入

れ

ら

れ

、

次

い

で

束

京

の

菅

製

作

所

か

ら

移

入

さ

れ

て

、

-
0年
(

-

九

ニ

―

)

、

―

一

年

(

-

九

二

チ

ェ

ニ

ー

の

製

織

が

始

ま

っ

て

い

る

。

明

治

中

期

に

機

械

化

か

普

及

し

て

活

況

を

呈

し

た

か

、

大

正

初

期

よ

り

足

踏

織

機

、

カ

チ

ャ

カ

チ

地

元

産

の

単

繰

を

経

糸

に

‘

城

端

か

ら

運

ぶ

豊

橋

産

の

玉

繭

糸

を

緯

糸

と

し

て

節

生

絹

の

生

産

が

普

及

し
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曳山の改装

職
を
め
ぐ
っ
て
擁
護
派
と
排
斥
派
と
が
大
衝
突
し
た
。

い
わ
ゆ
る
別
院
騒
動
か
こ
れ
で
あ
る
。

れ
た
か
、
短
期
間
で
廃
刊
し
て
い
た
。

柳
田
国
男
か
耳
に
し
た
“
機
の
声
”
は
、

明
治
四

0
年
(
-
九

0
七
）
、
カ
チ
ャ
カ
チ

ャ
機
の
全
盛
期
で
、
飛
抒
の
通
緯
す
る
音
で
あ
っ
た
。
し
か
し
間
も
な
く
力
織
機
か
導

入
さ
れ
、
城
端
に
産
業
革
命
か
開
始
さ
れ
る
と
‘

家
々
か
ら
消
え
う
せ
て
、

次
第
に
カ
チ
ャ
カ
チ
ャ
の
機
の
音
は
、

工
場
制
機
械
工
業
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
あ
た

刊
行
物
で
は
、
す
で
に
「
中
越
評
論
」
、
「
城
端
時
評
」
が
明
治
四

0
年
頃
に
刊
行
さ

そ
う
し
た
中
で
大
正
七
年
(
-
九
一
八

）
四
月
、

「
城
端
時
報
」
の
前
身
で
あ
る

「城

端
商
工
時
報
」
が
発
刊
さ
れ
た
。
商
工
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
の
か
主
目
的
で
あ

っ
た
が
、
町
政
一
般
の
批
判
も
忘
れ
な
か

っ
た
。

こ
の
あ
と
を
つ
け
て
大
正
一
三
年
(
-
九
二
四
）
二
月
か
ら

「
城
端
時
報
」
が
発
刊
さ
れ
、
大
正
一
五
年
(
-
九
二
六
）
五
月
、

城
端
別
院
住
職
成
満
院
排
斥
問
題
に
端
を
発
し
た
町
政
上
の
大
波
瀾
に
対
処
し
た
。

城
端
別
院
で
は
、
先
に
逝
去
し
た
第
一
八
世
住
職
宝
香
院
勝
道
の
長
女
宝
樹
院
貞
子
姫
(
-
八
九

0
1
一
九

一
四
）
が
、
城
端

婦
人
景
仰
の
的
と
し
て
信
望
が
あ
り
、
尼
講
の
活
動
か
活
発
で
あ

っ
た
。
貞
子
姫
の
配
偶
が
第
一
九
世
住
職
成
満
院
で
、

大
正
五
年

(-
九
一
六

）
か
ら
善
徳
寺
盤
持
講
に
よ

っ
て
始
め
ら
れ
た
加
越
能
盤
持
大
会
は
‘
東
の
大
関
を
三
年
続
け
た
者
を

は
じ
め
る
頃
で
あ
っ
た
。

か
も
大
正
テ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮
か

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
地
方

へ
も
浸
透
し

城
端
の
近
代
文
化

そ
の
復

―'―--
千枚分銅山の上j置彫刻（後半）

水波に龍虎の彫リもの。
大正12年 (1923)大島五雲作。
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第四迂 曳山祭の盛況

-
0
月
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
、
織
物
組
合
か
天
満
宮
書
道
奨
励
会
を
作
リ
、
小
学
生
の
競
書
大
会
を
始
め
た
。
ま
た
、
“
筏
ス
キ
ー
“

か
城
端
で
う
ぷ
声
を
あ
げ
た
。
城
端
小
学
校
訓
導
中
川
孝
久

・
高
桑
龍
治
が
考
案
し
た
も
の
で
、
す
す
竹
を
針
金
で
組
み
合
わ
せ

筏
型
の
ス
キ
ー
を
製
作
し
た
の
で
あ
る
。

横
綱
と
し
て
台
所
門
に
掲
額
し
た
。

そ
し
て
大
正
七
年
(
-
九
一
八
）
に
は
筏
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
も
組
織
さ
れ
た
。
金
田
ス
キ

ー
製
作
所
な
ど
で
木
製
ス
キ
ー
の
製
造
を
始
め
た

の
か
昭
和
二
年
(
-
九
二
七
）

で
あ
る
。

明
治
四
五
年
(
-
九
―
二
）
に
組
織
さ
れ
た
済
美
青
年
会
か
大
正
五
年
(
-
九
一
六
）
城
端
青
年
会
と
改
称
さ
れ
、

正
九
年
(
-
九
二
0

)

四
月
青
年
会
幹
部
の
発
起
で
班
員
一
―
五
名
か
ら
な
る
城
端
救
護
班
か
組
織
さ
れ
て
い
る
。

城
端
へ
電
話
か
＃
入
さ
れ
、

さ
ら
に
大

そ
の
交
換
ギ
務
か
開
始
さ
れ
た
の
は
明
治
四
三
年
（
一

ぃ

九

一0
)

て即

大

正

一

―

年

(

-
九
二
二
）
町
役
場
（
現
在
の
郵
便
局
の
敷
地
）

て
束
且
町
立
平
和
記
念
図
書
館
”
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
大
正
一
三
年
(
-
九
二
四
）
四
月
に

装

着
し
下
は
別
院
詰
所
を
借
り
て
町
立
幼
児
託
児
所
か
開
設
さ
れ
た
。

古の
る
像
あ
ー
ニ
代
目
治
五
右
衛
門
の
小
原
白
乳
(
-
八
六
八
ー
一
九
一
八
）
は
、
明
治
二

0
年

羽
て
関
ぃ
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
、
そ
の
作
品
を
内
外
の
展
乾
会
に
出
品
、
の
ち
金
沢
へ
転

画力龍

居

。
そ
の
没
後
は
一
時
城
端
蒔
絵
は
中
絶
状
態
と
な
っ
た
か
、
門
弟
の
岡
田
古
城
（
一

雲tu

八
九
三
i
l

九
三
八
）
は
大
正
一
三
年
、
農
商
務
省
主
催
の
展
院
会
で
褒
打
を
う
け
‘

壮勇

政
府
買
上
品
と
な
り
フ
ラ
ン
ス
の
博
覧
会
に
陳
列
さ
れ
た
。

の
階
上
に
“
城
端
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曳山の改装

汽
卓
貨
を
二
割
引
に
し
て
サ
ー
ピ
ス
し
た
。

「
故
郷
の
家
」
が
第
七
回
帝
展
に
入
選
し
た
。

城
端
の
文
芸
面
で
の
近
代
化
は
、
自
由
律
俳
句
の
導
入
に
よ
っ
て
開
花
し
た
。

田
埃
仙
が
野
村
満
花
城
を
た
ず
ね
て
米
町
‘

は
荻
原
井
泉
水
や
中
塚
一
罪
楼
も
城
端
へ
や
っ
て
き
た
。
特
に
一
碧
楼
は
そ
の
後
も
屡
々
来
町
し
て
い
る
。

に
野
村
満
花
城
(
-
八
八
八
ー
一
九
六
八
）

・田
島
城
月
(
-
八
九
五
ー
一
九
三
八
）
ふ
呂
岡
珠
錆
楼
(
-
八
几
三
ー
一
九
六
0

)

ら

に
よ
っ
て
「
地
獄
谷
」
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
大
正
一
四
年
(
-
九
二
五
）

大
正
一
四
年
、

x
‘
+
6
、

名
’

こ
れ
よ
り
さ
き
明
治
四
四
年
(
-
九

―
-
)
富

翌
四
五
年
(
-
九
―
二
）
河
束
倍
梧
桐
が
飛
騨
越
え
に
城
端
を
訪
れ
、
大
正
年
間
に

の
こ
と
で
あ
る
。
大
正
一
五
年
の
五
月
祭
に
米
町
し
て
、

こ
の
年
日
本
青
年
館
開
館
式
に
五
箇
山
の
麦
屋
節
踊
が
出
演
し
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
て
、

一
砦
楼
の
来
町
を
機

む
ぎ
や
節
新
声
会
が

発
足
し
た
。
谷
聴
泉
(
-
八
九
八
ー
一
九
三
九
）
の
「
大
牧
温
泉
」
が
第
六
回
帝
展
に
入
選
し
た
の
も
こ
の
年
、

曳

山

の

改

装

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
の
大
火
以
来
、
再
度
の
火
災
、
経
済
の
不
況
、

そ
し
て
翌
年
は

日
露
戦
争
の
勃
発
等
で
低
迷
を
続
け
て
い
た
曳
山

明
治
三
九
年
(
-
九

0
六）

大
工
町
の
新
し
い
曳
山
も
出
来
て
、
久
し
振
り
に
賑
や
か
な
祭
と
な
っ
た
。
中
越
鉄
道
で
は

翌
四

0
年
(
-
九

0
七
）
城
端
神
明
杜
は
神
傑
幣
吊
料
供
進
神
社
に
指
定
さ
れ
、
神
輿
も
修
紐
し
、
祭
礼
振
輿
の
た
め
に
＂
城

祭
見
に
来
し
と
な
く
逢
い
に
き
し
か
な

祉
り
つ
森
れ
る
祭
の
日
の
人
々
に
ま
じ
り

一
碧
楼
は
次
の
よ
う
な
作
品
を
残
し
て
い
る
。
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第四章 曳山祭の盛況

る
。
争
が
行
わ
れ

い
わ
ゆ
る
II

袋
華
絢
爛
II

た
る
近
代
の
曳
山
祭
が
確
立
し
た
時
期
で
あ

者
に
昼
食
を
製
応
す
る
仕
来
り
で
あ

っ
た
。

端
神
明
社
敬
神
会
“
を
発
足
さ
せ
た
。
従
来
五
名
で
あ

っ
た
氏
子
総
代
を

一
0
名
に
増

加
し
、
等
級
制
の
会
員
組
織
が
成
立
し
た
。
三
等
以
上
の
裔
級
敬
神
会
員
の
醐
金
に
よ

っ
て
神
輿
渡
御
の
諸
経
代
を
負
担
す
る
仕
組
み
で
あ

っ
た
。
敬
神
会
長
に
は
町
長
が
就

任
し
、
氏
子
総
代
が
輪
番
で
神
輿
の
御
昼
宿
を
引
受
け
、
御
昼
宿
は
渡
御
行
列
の
供
奉

こ
の
年
、
水
月
庵
で
天
満
宮
の
千
年
祭
が
執
行
さ
れ
、
各
町
は
傘
鉾
を
捧
持
し
て
祝

意
を
表
わ
し
た
。

日
露
戦
争
の
終
結
か
ら
大
正
末
に
い
た
る
約
二

0
年
間
は
、
各
町
で
曳
山
の
改
装
競

大
工
町
で
は
新
調
し
た
曳
山
を
、
井
波
彫
刻
と
城
端
塗
で
次
第
に
装
飾
し
て
い

っ
た
。

之
男
命
大
蛇
退
治
の
図
」
の
後
屏
彫
刻
を
大
工
連
中
が
寄
進
‘

出
丸
町
で
は
、

は
豪
華
な
金
具
二
二
枚
を
取
付
け
た
。

明
治
三
九
年
(
-
九

0
六
）
に

「須
佐

明
治
四

0
年

(-
九

0
七
）
に
現
在
の
前
部
の
虎
の
彫
刻
を
岡
部

達
一
郎
が
寄
進
、
大
正
一

―
年

(-
九
二

二）

に
後
屏
の
彩
色
を
塗
師
連
中
が
寄
進
、
翌
―

二
年
に
両
腰
と
後
部
に
「
波
涛
と
竜

虎
」
の
大
彫
を
佐
相
義

一
郎

・
細
川
徳
太
郎

・
松
嶋
栄
作
が
寄
進
し
て
取
付
け
た
。
そ
の
間
、
大
正
七
年
(
-
九
一
八

）
に
山
蔵

を
坂
場
の
現
在
地
に
移
転
し
、
屋
根
を
解
体
す
る
だ
け
で
曳
山
を
格
納
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

明
治
三
九
年

(
-
九

0
六
）
に
卓
を
新
調
し
て
金
輪
を
入
れ
、
翌
年
こ
れ
を
塗
装‘

四
二
年

(
-
九

0
九
）
に

明
治
四
五
年

(
-
九
―
二

）
に
「
司
馬
温
公
」
の
後
屏
を
作
り
、
大
正
五
年
(
-
九

一
六
）

西上町の古い屋台

小原治五右衛門作。大正6年(1917)出町（砺波市）
へ売却したが、 昭和50年12月再び城端町に戻った。
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曳山の改装

諫鼓山の車

明治45年(1912)改作。

西
下
町
で
も
明
治
四

0
年
頃
に
新
し
い
車
を
つ
く
り
、
四
一
年
(
-
九

に
は
曳
山
の
大
型
改
造
に
析
手
‘

こ
怜
t,.」

の
彫
刻
を
付
け
‘

束
上
町
で
は
、

／
 

翌
六
年
に
は
「
唐
チ
」
の
彫
刻
・
「
水
波

さ
ら
に
大
正
一

0
年
(
-
九
ニ
―
)
に
は
、

山
の
ひ
き
違
い
か
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
、
従
米
の
行
列
の
進
入
を
三

台
ず
つ
の
進
入
に
変
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
‘
出
丸
町
が
納
得
せ
ず
‘
午

後
四
時
頃
に
な
っ
て
も
ま
と
ま
ら
ず
‘
欠
竺
祭
署
長
の
裁
断
で
こ
の
年
限
り

三
台
入
れ
替
わ
り
と
い
う
こ
と
で
解
決
し
た
。
ま
た
川
原
町
へ
は
急
坂
に
な
っ
た
た
め
‘

に
改
造
し
て
挽
漆
し
た
。

旧
例
を
破
り
庵
屋
台
を
お
ろ
さ
ぬ
こ
と

明
治
四

0
年
(
-
九

0
七
）
に
城
端
一
の
大
き
な
大
八
卓
を
新
調
‘
鶴
舞
模
様
の
金
具
を
付
け
、
曳
山
も
大
刑

ま
た
明
治
四
五
年
(
-
九
―
二
）
に
は
「
波
に

飛
龍
」
の
腰
彫
と
二
重
構
造
の
屋
根
を
作
り
、
大
正
一

0
年
(
-
九
ニ
―
)

に
腰
彫
の
党
装
と
地
山
の
巴
紋
額
を
新
調
‘
大
正
一
三
年
(
-
九
二
四
）

に
四
本
柱
を
咆
り
替
え
、
車
の
金
輪
を
入
れ
替
え
、
大
正
一
五
年
（
一
几

二
六
）
に
は
紅
葉
に
鹿
を
あ
し
ら
っ
た
飾
り
金
具
を
地
山
に
取
付
け
た
。

0
八）

に
屋
根
を
、

に
な
っ
た
。

四
五
年
(
-
九
―
二
）
に
は
車
を
裕
上
げ
、
曳
山
上

大
正
五
年
、
出
丸
町
の
坂
を
な
だ
ら
か
な
勾
配
に
掘
下
げ
た
た
め
、
曳

れ
に
塗
箔

・
彩
色
し
た
。

千枚分銅山 明治40年頃
明冶39年(1906)新調したこの山
に最初に取リ付けた装飾が下j置
の「水波に龍」の彫刻である。
当時はまだ全面白木てあった。
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第四章 曳山祭の盛況

調
、
呆
華
な
金
具
を
取
付
け
て
装
飾
し
た
。

観
点
か
ら

西
上
町
で
は
、

明
治
四
二
年
(
-
九

0
九
）
に
山
蔵
を
新
築
、
翌
四
三
年

(
-
九
一

0

)

と
大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
に
曳
山
を
修
繕
、
曳
山
の
装
飾
化
と
大
型
化
の
流
行

に
追
随
し
よ
う
と
し
て
「
水
浪
」
彫
刻
の
後
屏
を
作

っ
た
。

を
取
付
け
、
曳
山
を
改
造
す
る
と
‘
調
和
の
と
れ
た
曳
山
の
構
造
美
を
害
す
る
と
い
う

つ
い
に
後
屏
の
取
付
け
を
断
念
し
た
。
そ
の
た
め
西
上
町
の
曳
山
は
‘
装

L
奇

L
`

飾
は
少
な
い
か
、
湧
洒
で
優
美
な
＂
安
永
調
“
の
作
風
の
原
型
を
今
日
に
伝
え
る
質
重

な
存
在
と
な

っ
た
。
大
正
一
―
年
(
-
九
二
二

）
に
は
‘
車
を
原
形
の
寸
法
通
り
に
新

た
る
近
代
曳
山
が
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

唐子山の上壇彫刻（向って右側）
唐子遊びの彫リもの。大正6年大島五作造。

し
・
っ
き
ょ
．1

段
の
勾
欄
と

「
竹
に
鵜
」
の
後
屏
彫
刻
、
大
正
六
年

(-
九

一
七
）
に
腰
を
高
く
改
造
し
て

「
石
橋
に
唐
獅
子
」
の
彫
刻
、
大
正

東
下
町
で
は
‘
大
正
九
年

(-
九
二
0

)

に
新
し
い
車
を
取
付
け
‘
大
正

一
四
年
に
は
金
具
や
党
も
仕
上

っ
た
。
従
来
の
卓
は

直
径
―

二

0
セ
ン
チ
で
あ

っ
た
が
新
し
い
卓
は
一
四
ニ
セ
ン
チ
の
咲
華
な
も
の
に
な

っ
た
。
す
で
に
大
正
四
年

(-
九

一
五
）
に

地
山
の
柱
を

一
0
本
取
り
替
え
、

腰
廻
リ
は
金
糸
で
刺
繍
し
た
打
出
小
槌
と
宝
珠
を
あ
し
ら

っ
た
鮮
か
な
横
幕
で
飾
り
‘

は
上
段
に
大
彫

「芸
に
鳳
凰
」
、
下
段
に

「唐
千
人
形
」
の
彫
刻
を
取
付
け
て
、
曳
山
を
大
型
化

・
装
飾
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

れ
た
。
ま
た
腰
廻
り
に
も
彫
刻
か
取
付
け
ら
れ
、
金
箔

・
彩
色
を
施
し
て
栞
華
で
絢
瀾

こ
れ
ま
で
曳
山
の
後
屏
は
、
東
上
町
と
東
下
町
に
の
み
取
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
大
工
町
・
出
丸
町
・
洒
下
町
に
も
付
け
ら

一
五
年

(
-
九
二
六
）

に
は
長
押
に
金
具
を
取
付
け
た
。

と
こ
ろ
が
新
調
し
た
後
屏

翌
年
に
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曳山の改装

こ。f
 

（
鶴
南

あ
り
は
．

C
,t
り
ひ
・り

大
工
町
で
は
庵
屋
台
の
復
元
を
明
治
四
一
年
(
-
九

0
八
）
に
行
い
、
在
原
業
平
の

別
荘
に
模
し
て
原
形
通
り
に
新
調
し
た
。
翌
四
二
年
、
西
上
町

・
東
下
町
の
庵
も
修
理
、

四
四
年
に
は
出
丸
町
の
庵
の
重
‘
束
上
町
庵
屋
台
の
紫
地
に
波
と
鶴
の
模
様
の
水
引
硲

亥5

が
新
調
さ
れ
た
。

と
西
上
町
で
は
曳
山
の
改
装
を
中
止
し
た
が
、
庵
は
新
し
く
哀
華
に
造
り
替
え
る
こ
と

紫黒推
に
決
定
し
、
大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
か
ら
五
年
に
か
け
て
大
型
構
造
の
庵
屋
台
を
新
調

の山鼓
し
た
。

諌

庵
へ
の
欄
間
の
は
め
込
み
は
、
す
で
に
出
丸
町
が
明
治
三
二
年
(
-
八
九
九
）
に
取

り
入
れ
て
い
た
が
、
大
正
五
年
（
一
几

一
六
）

に
西
下
町
、
大
正
一

0
年
(
-
九
ニ
―

)

に
東
上
町
、

翌
―
一
年
(
-
九
二
二
）
は
さ
ら
に
西
上
町
が
東
海
道
宿
場
の
う
ち
―
二

カ
所
の
彫
刻
欄
間
を
新
調
し
、
各
町
の
競
争
と
な
っ
た
。
大
工
町
の
庵
に
は
、
書
院
の
丸
窓
に
明
治
三

0
年
(
-
八
九
七
）
彫
刻

を
入
れ
た
が
、
庵
廻
り
は
鴛
喬
．
杜
若
な
ど
の
つ
く
り
物
で
、

明
治
四
一
年
の
庵
新
調
の
時
に
神
戸
市
の
佐
相
義
一
郎
が
寄
付
し

曳
山
の
腰
廻
り
彫
刻
‘
庵
屋
台
の
欄
間
彫
刻
は
、
多
く
が
井
波
町
の
大
島
五
雲
（
五
作
）
の
作
で
、

田
村
与
八
郎
・松
永
正
行
・

岩
倉
理
八

・加
茂
辰
蔵
・横
山
作
太
郎
ら
の
作
品
も
あ
る
。
ま
た
、
曳
山

・
庵
屋
台
の
新
調

・
改
造
は
‘
三
代
目
山
村
十
右
衛
門

・

中
田
消
蔵

・
米
原
清
一
郎

・
浅
野
辰
次
郎
・
浅
野
喜
平

・
浅
野
利
吉
郎
ら
の
城
端
大
工
、
岡
部
宇
右
衛
門
・
竹
林
嘉
一

ら
の
城
端
塗
師
一
同
が
担
当
し
た
。
異
色
な
も
の
と
し
て
は
、
大
工
町
曳
山
の
岩
の
彫
刻
の
彩
色
を
谷
聴
泉
か
施
し
て
い
る
。
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第四章 曳山祭の盛況

る
。
夜
に
な
る
と
提
灯
の
あ
か
り
が
映
え
て

ー
一
九
六
三
）
な
ど
が
替
唄
を
作

っ
た
。

大
正
年
間
、
各
家
庭
に
電
燈
が
導
入
さ
れ
る
と
、
宵
祭
の
人
形
飾
り
も
華
麗
な
も
の
に
な

っ
て
き
た
。

座
敷
屏
風
を
め
ぐ
ら
し
て
飾
り
立
て
た
。
谷
聴
泉
が
生
家
の
た
め
に
描
い
た

「唐
獅
子
屏
風
」
は、

衣
裳
を
作
り
、

目
で
み
る
祭
の
一蚊
壮
化
に
続
い
て
、

い
っ
そ
う
の
風
情
か
雌
し
だ
さ
れ
る
。

耳
で
き
く
祭
の
充
実
も
す
す
め
ら
れ
た
。

山
番
の
家
で
は
袋
華
な

そ
の
風
潮
を
象
徴
す
る
も
の

そ
の
間
、
各
町
で
人
形
装
束
も
新
調
さ
れ
て
い
る
。
出
丸
町
は
明
治
四
二
年

(
-
九

0
九
）‘
梯
子
渡
人
形
と
唐
子
笛
吹
人
形

の

久
し
く
中
絶
し
て
い
た
操
り
人
形
を
復
活
し
た
。
ま
た
大
正
一
三
年

(
-
九
二
四
）
に
西
下
町
で
は
増
山
善
蔵
が

荒
木
友
吉

(-
八
八

0
1
一
九
三
八
）
を
中
心
と
し
て
各
町
の
若
連
中
か
庵
囃
子
の
技
芸
向
上
に
努
め
‘

三
味
線
や
笛
の
名
手

か
相
次
い
で
あ
ら
わ
れ
た
。
荒
木
友
吉
は
三
味
線

・
唄

・
笛
の
い
ず
れ
に
も
す
ぐ
れ
、
笛
の
名
手
に
和
田
安
之
助

(-
八
七
四
ー

一
九
四
四
）
・浜
田
文
蔵

(-
八
八
六
ー

一
九
六
七

）‘
唄
で
は
田
尻
五
郎

(
-
八
七
六
ー

一
几
三
七
）
・笹
田
外
次

(-
八
八
九

I
-

九
六
八

）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
庵
唄
は
主
に
端
唄
で
あ
る
が
、
伝
来
の
江
戸
端
唄
の
ほ
か
に
、
有
川
土
盟
・洲
崎
湛
石
（一

八
六

0
ー
一
九
二
七
）
・野
村
満
花
城

(
-
八
八
八
ー
一
九
六
八

）
・田
島
城
月

(
-
八
九
五
ー
一
九
三
八

）
・洲
崎
天
辻

(
-
八
九
〇

京
や
江
戸
の
青
楼
、
数
寄
屋
造
や
別
荘
造
を
模
し
た
優
美
な
庵
の
下
に
、
格
子
造
や
縮
緬
幕
の
水
引
を
め
ぐ
ら
し
て
、
優
雅
な

庵
唄
の
囃
子
と
唄
か
流
れ
て
く
る
と
、
曳
山
車
の
軋
り
の
音
に
重
な
り
あ

っ
て
、
曳
山
オ
許
の
打
つ
拍
子
木
の
音
も
き
こ
え
て
く

城
端
の
曳
山

・
庵
屋
台
が
こ
の
よ
う
に
咲
華
絢
爛

・
華
麗
優
雅
な
美
術

・
芸
能
の
風
流
と
し
て
、
祭
礼
を
彩
る
も
の
と
な

っ
た

発
王
像
の
装
束
を
寄
付
し
た
。

で
あ
る
。
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曳山の改装

き
乱
れ
る
爛
熟
期
を
む
か
え
た
の
で
あ

っ
た
。

経
済
力
の
向
上
な
ど
か
あ
げ
ら
れ
る
。

背
景
に
は
、

江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
工
芸
の
充
実
、

江
戸

・
上
方
の
町
人
芸
能
の
地
方
普
及
、

藩
政
時
代
の
封
建
的
諸
制
約
に
よ

っ
て
十
分
開
花
し
き
れ
な
か

っ
た
曳
山
祭
が
、

明
治
以
降
の
生
活
規
制
の
撤
廃
、

明
治
か
ら
大
正
へ
と
、
ま
さ
に
春
爛
漫
と
咲
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